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北海道経済産業局、北海道開発局、北海道運輸局、北海道労働局及び北海道は、地域の皆さんが活

用できる支援メニューや情報をタイムリーにお届けします。 

 

 

今月の掲載ラインナップ 
 

 

 

所属名 ６月号の内容 

北海道経済産業局  ＜P3～＞ 

 

 

 

 

 

 

 

●「好循環拡大のための経済対策」等のご紹介 

～26年度補正予算、27年度予算・税制の支援メニュー情報～ 

●平成 27年度サポイン事業（戦略的基盤技術高度化支援事業）の公募について 

●｢The Wonder500™｣(ふるさと名物発掘・連携促進事業)について 

●平成 27年度「シーズ活用研究開発事業」の公募について【新規】 

●平成 27年度商業・サービス競争力強化連携支援事業の公募について 

～中小企業・小規模事業者が、産学官連携して行う新しいサービスモデルの

開発のうち、地域経済を支えるサービス産業の競争力強化に資する取組を募

集します～【新規】 

●平成 27年度「産学連携サービス経営人材育成事業」の公募について【新規】  

●平成 27年度「省エネ大賞」の募集について【新規】 

●平成 27年度「新エネ大賞」の募集について【新規】 

中小企業大学校旭川校 

（中小機構北海道）＜P10～＞ 

●中小企業大学校旭川校 ６月・７月開講講座のご案内 

 

北海道開発局   ＜P13～＞ ●海外おみやげ宅配便のご案内～外国人観光客の方に生鮮品を販売しませんか？～ 

●ＨＯＰ１サービス利用者募集のご案内 

●公共施設の見学を取り入れたツアーを催行してみませんか～「公共施設見学

ツアー」を催行していただける旅行会社を募集しています～ 

北海道運輸局   ＜P15～＞ ●免税店（輸出物品販売場）許可申請はお早めに 

●10月 1日から改正『外国人旅行者向け消費税免税制度』がスタートしました 

北海道労働局   ＜P17～＞ ●特定求職者雇用開発助成金のご案内  

●地域雇用開発奨励金の地域指定の変更について【新規】 

●キャリアアップ助成金のご案内【新規】 

●キャリア形成促進助成金のご案内【新規】 

●企業内人材育成推進助成金のご案内【新規】 

●職場定着支援助成金のご案内【新規】 

●労働移動支援助成金の拡充について【新規】 

●業務改善助成金のご案内について 

●北海道最低賃金のお知らせ  

（公財）北海道中小企業総合支

援センター    ＜P28～＞ 

●「北海道よろず支援拠点」について 

●「小規模企業者等設備貸与事業」について 

●中小企業応援ファンド事業など助成金のご案内 

～平成２７年度一次募集を開始しました～ 

●「北海道６次産業化サポートセンター」の開設について【新規】 
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北海道経済部 経済企画室 

＜P31＞ 

●「道の表彰・認定企業等を応援する」展示コーナーの開設について 

食関連産業室 

＜P32～＞ 

●「マーケティングアドバイザー」について 

●どさんこプラザ・テスト販売品（第３四半期分）の募集について 

●食クラスター活動について 

●「食の磨き上げ職人」について 

●「あじ研北海道」について 

観光局 

＜P35＞ 

●原発事故賠償申請手続き個別相談会の開催について 

中小企業課 

   ＜P35～＞ 

●地域中小企業経営力向上支援事業のご案内【新規】 

●「電気コスト対策アドバイザー育成・派遣モデル事業」のご案内【新規】 

～「電気コスト対策セミナー・個別相談会」の開催について～ 

●コストアップに対応する融資制度及び信用保証料補助制度のご案内 

●人手不足に対応する融資制度のご案内 

●「コストアップ対策経営・金融特別相談室」のご案内 

●耐震診断・改修に対応する融資制度のご案内 

●勤労者福祉資金のご案内 

●「中小企業 後継者対策支援事業」のご案内 

～「中小企業経営改善セミナー」の開催について～  

産業振興課 

   ＜P42＞ 

●「地域のものづくり力」のアップで会社を成長させましょう！ 

  ～「参画・協力企業」募集のご案内～ 

環境・エネル

ギー室 

＜P42～＞ 

●「道産エネルギー『技術開発』支援事業補助金」募集のご案内【新規】 

●「道産エネルギー『製品開発』支援事業補助金」募集のご案内【新規】 

●「環境・エネルギープロジェクト形成促進事業補助金」募集のご案内【新規】 

雇用労政課 

  ＜P44～＞ 

 

 

 

●「北海道ビジネスサポート・ハローワーク」について 

●戦略産業雇用創造プロジェクトに関する「地域雇用開発奨励金」の特例支給

（大幅増額）のご案内 

●労働相談のご案内 

●「北海道あったかファミリー応援企業」を募集しています 

人材育成課 

   ＜P46～＞ 

●「自動車関連産業人材育成事業」について 

●第４回北海道産業人材育成企業知事表彰の候補企業等募集について【新規】 

●2015年度道央地区問題解決手法研修会のご案内～札幌ＱＣ研修会参加者募集

（北海道、ＱＣサークル北海道支部）【新規】 

●能力開発セミナー（ 6-7月開講予定）のご案内 
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 北海道経済産業局では、当局が推進する施策を道内企業の皆様に活用いただきたく、施策集を作成致しました。 

 業種を問わず、企業や支援機関の方々に幅広く知っていただきたい具体的な施策を、目的別にご紹介した資料

です。ご関心のある施策がございましたら、より詳細な要件や手続きについて、担当課にお問い合わせください。 

公募期間等、未定の箇所については、決定次第随時更新いたします。 

 

    

 ※本資料は、以下のウェブサイトからダウンロード出来ます。 

  http://www.hkd.meti.go.jp/hoksp/20150218/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道経済産業局では、中小企業のものづくり基盤技術の向上を図るため、「平成 27年度サポイン事業（戦

略的基盤技術高度化支援事業）」の公募を開始しましたので、お知らせします。 

 

【事業概要】 

本支援事業は、我が国製造業の国際競争力強化と新事業創出を目指し、中小企業のものづくり基盤技術の高

度化に資する研究開発から販路開拓までの取組促進を目的とするものです。複数のものづくり中小企業・小規

模事業者、最終製品製造業者（川下企業）や大学、公設試験研究機関等が協力した研究開発であって、特に、

この事業の成果を利用した製品の事業化についての売上見込みやスケジュールが明確になっている具体的な

提案を支援します。 

 

◆支援対象・応募対象者 

支援対象は「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づき認定を受けた「特定研究開発

等計画」であり、応募対象者は同計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者と事業管理機関及び研究実施機

関等の協力者によって構成される共同体を基本とします。 

◆支援内容 

補助事業期間：2年度又は 3年度 

補助金額： 

初年度 4,500 万円以下（うち、大学・公設試等：1，500万円以下） 

「好循環拡大のための経済対策」等のご紹介 

～26 年度補正予算、27 年度予算・税制の支援メニュー情報～ 

                   （北海道経済産業局） 

平成 27 年度サポイン事業（戦略的基盤技術高度化支援事業） 

の公募について （北海道経済産業局） 

http://www.hkd.meti.go.jp/hoksp/20150218/index.htm
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2 年度 初年度の補助金交付決定額の 2／3以内（同上：1，000万円以下） 

3年度 初年度の補助金交付決定額の 1／2以内（同上：750万円以下） 

補助率：大学・公設試等：定額、それ以外：2／3以内 

◆公募期間 

平成 27年 4月 13日(月)～平成 27年 6月 11日（木） 

※本事業の応募に必要な計画認定の申請締切日は、本事業の公募締切日と同じ（平成 27年 6月 11日（木））

とします。 

◆本事業の説明会 

道内 7地域（札幌、室蘭、函館、旭川、北見、帯広、釧路）で本事業の説明会を開催します。 

開催日時、申込方法等は以下のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/20150413_2/index.htm 

◆問い合わせ先 

経済産業省北海道経済産業局 地域経済部 産業技術課 

TEL：011-709-2311(内線 2587) FAX：011-707-5324 

E-mail：hokkaido-gijutsu@meti.go.jp 

 

※公募要領等は、以下のウェブサイトからダウンロードできます。 

http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/20150413/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省では、｢地方創生総合戦略｣をふまえたクールジャパンによる地域活性化の推進のため、｢ふるさと

名物発掘・連携促進事業｣として、世界にまだ知られていない、日本が誇るべき優れた地方産品を選定し、海外

に広く伝えていくプロジェクト｢The Wonder500™(ザ・ワンダー・ファイブハンドレッド)｣をスタートしました。 

The Wonder500™運営事務局では、本プロジェクトの支援対象となる地方産品の公募を開始しましたのでお知らせ

いたします。 

 

【目的】 

日本各地には、海外の方に購入・体験してもらえる可能性を持つ｢ふるさと名物｣【ものづくり・食・観光等

の地域資源(地方産品)】が数多くあるものの、海外における販路や情報発信・PRを成功させるためには、様々

なハードルがあります。 

｢The Wonder500™｣(ふるさと名物発掘・連携促進事業)では、海外での販路開拓や PRの知見を持つプロの“目

利き”(プロデューサー)の方々による地方産品の発掘・選定を行い、将来的な海外展開に向けた情報発信等を

支援することで、地域や中小企業者等の活性化を図ります。 

 

【内容】 

◆｢ふるさと名物｣の発掘 

◇プロの目利きによる推薦。 

◇全国公募(目利きによる審査)により、合計 500のふるさと名物を選定。 

◆PR・情報発信 

◇国内外において発掘したふるさと名物の展示・PR。 

◇500のふるさと名物のストーリーや地域のふるさと名物を活用した観光ルート等を掲載したストーリーブック

の制作を実施。 

◆連携促進 

◇魅力ある商材の開発、PR に向け地方でのビジネスマッチングなど交流イベントを開催。 

｢The Wonder500™｣(ふるさと名物発掘・連携促進事業)について 

【新規】（北海道経済産業局） 

http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/20150413/index.htm
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【ふるさと名物の公募概要】 

◆公募期間：平成 27 年 5月 18日(月)～6月 12日(金)必着 

◆公募資格：潜在的に海外需要を獲得しうる、全国各地の魅力的なふるさと名物を作成している事業者(個人、

団体、企業問いません)。 

◆対象となる地方産品のカテゴリー 

｢ものづくり｣、｢食｣、｢観光｣のいずれかに該当すること。 

◇ものづくり：伝統工芸品、家具・インテリア、生活雑貨、文具、アパレル、ファッションアイテム 等 

◇  食  ：海外に持ち運べる食品、食材、菓子、飲料、調味料 等 

◇観   光：ものづくりや食の地方産品を生み出す場所、地域の良さを伝える体験型プログラム(農業体験、

漁業体験、工場見学、伝統体験などを組み合わせたもの) 等 

◆詳細については、以下のウェブサイトをご覧下さい。 

The Wonder500™運営事務局のウェブサイト https://thewonder500.com/ 

 

【応募・問い合わせ先】 

応募先：〒112-8691 日本郵便(株)小石川郵便局 郵便私書箱 第 99号 

The Wonder500™運営事務局 

電 話：0120-239-220 受付時間 10：00～17：00(土日祝日除く) 

E-mail: koubo@thewonder500.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 経済産業省北海道経済産業局では、大学に眠る技術等を活用した新事業の創出を目的として、中小企業等によ

る大学発の技術シーズを活用した研究開発プロジェクトについて、研究開発等に要する経費の一部を助成する

「シーズ活用研究開発事業」の公募を開始しましたので、お知らせします。 

 

【補助対象事業】 

  中小企業が大学発の技術シーズを活用し、事業化に必要な技術課題の解決に向けて行う研究開発等であり、

研究機関（大学、公設試等）又は支援機関（地域金融機関、商工会議所、商工会等）と連携して行うもの。 

 

◆事業のイメージ 

◇大学と大企業が共同で保有する特許のライセンスを受けて製品化に向けて不足する技術を入手し、公設試の支

援を得ながら試作品の開発、性能評価を行うもの。 

◇共同研究により大学が有するノウハウを活用しながら製品の改良を行い、地域金融機関の販路開拓支援を得な

がら事業化を行うもの。 

 

◆補助事業者】 

 上記の要件を満たす事業を実施する連携体（中小企業等、研究機関又は支援機関） 

◆補助事業期間】 

 2 年以内（2年目は、平成 27年度中の中間審査で継続実施が認められることが必要です。） 

◆補助金の額、補助率、採択予定件数、対象経費】 

◇補助金の額：300万円～2,000 万円（1年目の額。2年目は変更の可能性あり） 

◇補助率：2/3以内 

◇採択予定件数：全国で数件程度 

◇対象経費：(1)機器設備費、(2)事業費、(3)労務費、(4)共同研究費、(5)委託費、 

平成 27 年度「シーズ活用研究開発事業」の公募について 

【新規】（北海道経済産業局） 
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(6)間接費（直接経費（(1)～(3)の合計額）の 30%以内） 

◆公募期間 

平成 27年 5月 11日（月）～6月 19 日（金）17:00必着 

（注）本事業への応募に際しては、事前に「e-Rad」へ研究者等を登録する必要があります。 

◆公募要領等 

 公募情報の詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。 

 http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k150511001.html 

 

【申請・お問い合わせ先】 

経済産業省北海道経済産業局 地域経済部 産業技術課 

TEL：011-709-2311（内線 2587） 

FAX：011-707-5324 

E-mail：hokkaido-gijutsu@meti.go.jp 

 本、掲載情報は、以下のウエブサイトをご覧下さい。 

 http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/20150511/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省北海道経済産業局では、平成 27年 4月 27日（月）から下記の要領で、商業・サービス競争力強化

連携支援事業の公募を開始しますのでお知らせします。 

 

【事業概要】 

  本事業は、中小企業・小規模事業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新

しいサービスモデルの開発等のうち、地域経済を支えるサービス産業の競争力強化に資すると認められる取組

に対し、経費の一部を補助します。 

 

◆補助対象者 

  本事業の対象者は、中小企業新事業活動促進法第 11条第 1項に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認

定を受けた者（連携参加者のうち、みなし大企業を除く中小企業・小規模事業者及び大学・公設試等に限る）

です。 

◆補助対象事業 

  補助対象者が、中小企業新事業活動促進法第 11条第 1項に基づいて認定された異分野連携新事業分野開拓

計画（以下「認定事業計画」という。）に従って行う事業であって、産学官で連携（※1）して行う新しいサ

ービスモデルの開発等（※2）のうち、次の（1）又は（2）のいずれかを満たしている事業が対象となります。 

 

（1）「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」（平成 27年 1月）に沿って行う新しいサービ

スモデルの開発であること。 

中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインを策定しました！ 

http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150204001/20150204001.html 

（2）産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」又は「グレーゾーン解消制度」を活用し、主務大臣によ

り新事業活動の一部若しくは全部の実施が可能である旨の通知を受けていること（ただし、平成 27年 5月

30日までに、主務大臣へ同法に基づく申請を行っていること）。 

「企業実証特例制度」、「グレーゾーン解消制度」 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/（経

済産業省のウェブサイト） 

平成 27 年度商業・サービス競争力強化連携支援事業の公募について               

【新規】（北海道経済産業局） 

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k150511001.html
http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/20150511/index.htm
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/%EF%BC%88%E7%B5%8C
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/%EF%BC%88%E7%B5%8C
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（※1）産学官連携については、「産学（大学等）」又は「産官（公設試等）」の連携でも可とします。学・官

については、両者が必ずしも連携体として入る必要はありませんが、認定事業計画の中に具体的な名称

や役割分担等の取組が確認できる必要があります。 

（※2）本事業の 1年度目において研究開発を実施する事業であること。研究開発を行わず販路開拓のみを行う

事業は、補助対象となりません。 

 

◆補助金額・補助率 

100 万円以上 3,000万円以下／件、補助対象経費の 2／3以内 

◆補助事業期間 

交付決定日から平成 28年 3月 31日まで 

◆公募要領等 

公募要領等は、以下のウェブサイトからダウンロードできます。 

 

【公募期間】 

平成 27年 4月 27日（月）～6月 5日（金）（17:00必着） 

【提出先】 

〒060-0808 札 幌市北区北 8条西 2丁目 札幌第 1合同庁舎 

経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課 

TEL：011-709-2311（内線 2578） 

FAX：011-709-4138 

E-mail：hokkaido-shinjigyo@meti.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業省では、平成 27年度「産学連携サービス経営人材育成事業」の公募を開始しましたのでお知らせしま

す。 

 

【事業内容】 

 補助事業者が産業界（主にサービス事業者）と産学コンソーシアムを組成し、専門的・実践的な経営教育プロ

グラムを共同で開発する取組について必要な経費に対して補助を行います。 

 

◆対象者 

 大学等（短期大学、専門職大学院、大学院を含む）及びサービス産業の経営に関する専門性を有する民間事業

者（コーディネータ） 

◆補助率・補助金上限 

◇大学等【補助率】定額（10／10）【補助金上限】1,200 万円 

◇コーディネータ【補助率】2／3【補助金上限】600万円 

◆募集要領 

 募集要領はこちらをご覧ください。 

 http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k150424001.html 

◆公募期間 

平成 27年 4月 24日（金）～平成 27 年 5月 29日（金）17:00 必着 

 

平成 27 年度「産学連携サービス経営人材育成事業」の公募について               

【新規】（北海道経済産業局） 

mailto:hokkaido-shinjigyo@meti.go.jp
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【提出先、問い合わせ先】 

経済産業省北海道経済産業局 地域経済部 情報・サービス政策課 

札幌市北区北 8条西 2丁目 札幌第 1合同庁舎 

TEL：011-736-9628 

FAX：011-707-5324 

E-mail：hokkaido-johoservice@meti.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (一財)省エネルギーセンターでは、平成 27年度「省エネ大賞」の募集を開始しましたのでお知らせします。 

 

【事業概要】 

  本事業は、優れた省エネ活動事例や技術開発等による先進型省エネ製品等を表彰し、省エネルギー意識の浸

透、省エネルギー製品の普及促進等に寄与することを目的としています。 

 

◆応募対象 

  国内の省エネルギーを推進している事業者及び省エネルギー性に優れた製品又はビジネスモデルを開発し

た事業者を対象とします。 

  また、上記の取組を行う事業者の中から、特にピーク電力の抑制・ピークシフト等の節電に貢献のあった事

業者も表彰することとします。（事業者には、産業・業務・運輸部門に属する企業、工場・事業場のほか、自

治体、団体等の各機関を含みます。） 

◆応募区分 

◇省エネ事例部門 

 工場・事業所等における省エネ活動を推進している事業者を対象とします。 

（省エネ活動には、ピーク電力抑制・ピークシフト等の節電への取組を含みます。） 

◇製品・ビジネスモデル部門 

  原則、平成 27年 11月 1日までに国内で購入可能な優れた省エネルギー性を有する製品（要素製品、資材・

部品を含む）又は省エネルギー波及効果の高いビジネスモデルを開発した事業者を対象とします。 

（省エネルギー性及び省エネルギー波及効果には節電効果も含みます。） 

◆応募期間 

平成 27年 4月 22日（水）～平成 27 年 6月 30日（火） 

◆応募要領 

 応募要領は、以下のウェブサイトをご覧ください。 

 平成 27年度省エネ大賞（(一財)省エネルギーセンターのウェブサイト） 

http://www.eccj.or.jp/bigaward/index.html 

 

【参考】 

これまでの北海道内の受賞実績は、以下のウエブサイトをご覧下さい。 

◇平成 25年度「省エネ大賞」北電興業(株)、北海道大学大学院地球環境科学研究院が受賞！ 

 http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20140124/index.htm 

◇平成 23年度「省エネ大賞」に道内から 2件が受賞！中小企業庁長官賞に、(株)ネイビーズ・クリエイション 

http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20120123/index.htm 

 

【問い合わせ・応募申請書類提出先】 

平成 27 年度「省エネ大賞」の募集開始について 

【新規】（北海道経済産業局） 
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(一財)省エネルギーセンター 省エネ大賞事務局 

〒108-0023 東京都港区芝浦 2丁目 11 番 5号 五十嵐ビルディング 

TEL：03-5439-9773 

FAX：03-5439-9777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (一財)新エネルギー財団では、平成 27 年度「新エネ大賞」の募集を開始しましたのでお知らせします。 

 

【事業概要】 

  本事業は、新エネルギー等に係る機器の開発、設備等の導入及び普及啓発の取組みを広く公募し、審査の上、

表彰をすることを通じて、新エネルギー等の導入の促進を図ることを目的としています。 

 

◆応募対象 

  概ね 3年以内に開発と導入の活動開始されたもの。（(一財)省エネルギーセンター主催の「省エネ大賞」と

の重複応募はできませんのでご留意ください。） 

（1）商品・サービス部門 

   新エネルギー等の先進的・独創的な製品、周辺機器及び関連サービス商品（ソフトウェアも含む）を開発

した法人で、原則として、市場への導入から 6か月程度経過していること。（開発段階や実証段階の案件は、

対象外です） 

（2）導入活動部門 

   新エネルギー等の先進的・独創的な導入事例として、6か月程度の利用実績のある法人、地方公共団体、非

営利団体であること。（新エネルギー等で得られた電気や熱を、グリーンエネルギー証書の仕組みを用いて

導入及び普及を行っている法人、地方公共団体、非営利団体を含むものとし、原則として開発段階や実証段

階の案件は、対象外です） 

（3）普及啓発活動部門 

    新エネルギー等の普及促進を目的として、先進的・独創的な普及啓発活動を行っている法人、地方公共団

体、非営利団体であること。 

◆募集期間：平成 27 年 5月 11日（月）～7月 10日（金） 

◆応募要領 

応募要領は、以下のウェブサイトをご覧ください。 

平成 27年度「新エネ大賞」の募集開始（(一財)新エネルギー財団のウェブサイト） 

 http://www.nef.or.jp/award/boshu_27.html 

 

【問い合わせ・応募申請書提出先】 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-13-2（イムーブル・コジマビル 2F） 

(一財)新エネルギー財団 新エネ大賞事務局 

TEL：03-6810-0361 FAX：03-3982-5101 E-mail：award27@nef.or.jp 

 

【参考】これまでの北海道内の受賞実績は、以下のとおりです。。 

平成 26年度 新エネルギー財団会長賞 南富良野町森林組合 

平成 25年度 資源エネルギー庁長官賞 北海道岩見沢農業高等学校 

平成 25年度 新エネルギー財団会長賞 (株)土谷特殊農機具製作所 

平成 23年度 資源エネルギー庁長官賞 

 (株)阿寒グランドホテル・学校法人 近畿大学（近畿大学資源再生研究所（北海道恵庭市）） 

平成 27 年度「新エネ大賞」の募集開始について 

【新規】（北海道経済産業局） 
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平成 20年度 経済産業大臣賞 津別単板協同組合 

 

 過去の受賞者はこちらをご覧ください。 

新エネ大賞（(一財)新エネルギー財団のウェブサイト） 

 http://www.nef.or.jp/award/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
中小企業大学校旭川校は、経済産業省所管の独立行政法人である中小機構が運営する研修機関です。 

今回は、平成２７年６月・７月に開講する、研修講座の情報をご案内します。 

カリキュラム詳細をご覧頂き、ぜひ、ご検討ください。 

お申し込みは、ホームページまたはファックスでお受けしています。 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

第一線で活躍する営業職を対象に、顧客志向に基づく提案技術と商談スキルを向上させ、組織としても営業力の

強化につながる営業推進手法を学びます。 

 

＊このような方におすすめです＊ 

・顧客への効果的なアプローチと提案で、成約率を上げたい方。 

 

◆実施期間 6月 3日（水）～5日（金） 

◆研修時間 3日間（21時間） 

◆対象者 管理者、新任管理者（候補者） 

◆受講料 31,000円（税込） 

◆講師 ノーザンブレイン総合法務行政書士事務所 代表 窪田克彦氏 

◆カリキュラム詳細 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090490.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

社内で起こる様々な問題の多くの原因は、コミュニケーション不足にあります。 

この研修では、部下・上司の業務連絡や対外的な顧客対応など、実践的なコミュニケーション能力の向上を図る

中小企業大学校旭川校 ６月・７月開講講座のご案内 

～中小企業の人材育成をサポート～ 

  （中小企業大学校 旭川校） 

No.7  成約率を上げる営業交渉 

No.8  組織力を高めるコミュニケーション講座 

残席わずか 

キャンセル待ち 

http://www.nef.or.jp/award/index.html
http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090490.html
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ことで、問題発生の防止や組織の活性化を図ります。 

 

◆実施期間 6月 8日（月）～10日（水） 

◆研修時間 3日間（21時間） 

◆対象者 管理者、新任管理者（候補者） 

◆受講料 31,000円（税込） 

◆講師 ＳＤＳネットワーク 代表 渡辺章二氏 

株式会社キャラウィット 代表取締役 中小企業診断士 上岡実弥子氏 

◆カリキュラム詳細 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090491.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

顧客に選ばれる企業のブランド戦略の考え方を理解していただくとともに、道内・道外の飛躍する中小企業の経

営者をお招きしてブランド化による付加価値を高める経営戦略と人材育成について考察します。 

 

◆実施期間 6月 12 日（金） 

◆研修時間 1日間（6時間） 

◆対象者 経営者、経営幹部、管理者、後継者等 

◆受講料 16,000円（税込） 

◆講師 独立行政法人中小企業基盤整備機構 プロジェクトマネージャー 山本聖 

株式会社ベンチャーウイスキー 取締役社長 肥土伊知郎氏 

ソメスサドル株式会社 代表取締役社長 染谷昇氏 

◆カリキュラム詳細 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090492.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

経営数字を読み取る力は職種を問わず必須のスキルです。 

この研修では、財務・経理部門の経験が少ない方を対象に、財務諸表の仕組み・見方について基本から学んで頂

き、日々の業務に活かせる財務の基本知識を習得して頂きます。 

 

＊このような方におすすめです＊ 

・財務諸表から会社の現状や課題を読み取る力をつけたい方。 

 

◆実施期間 7月 1日（水）～3日（金） 

◆研修時間 3日間（21時間） 

◆対象者 管理者、新任管理者（候補者） 

◆受講料 31,000円（税込） 

◆講師 中小企業診断士 三浦淳一氏 

◆カリキュラム詳細 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090493.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

No.9  経営トップセミナーⅠ 

～ 地域に根差し、地位を活かす！ 

飛躍する企業に学ぶ“ブランドづくり”“人づくり” ～ 

No.10  経営に活かす財務講座・決算書の見方編 

No.11  管理者養成講座・実践編 

～ 明日から実践！現場のマネジメントを向上させる行動改革 ～ 

残席わずか 

残席わずか 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090491.html
http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090492.html
http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090493.html
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豊富な事例や演習、グループディスカッションを通じて、管理者・リーダーとしての役割を理解し、その役割を

実践できるようになることを目的とした研修です。 

 

＊このような方におすすめです＊ 

・管理者・リーダーとしての意識改革と行動改革を図りたい方。 

 

◆実施期間 7月 21 日（火）～24日（金） 

◆研修時間 4日間（27時間） 

◆対象者 管理者、新任管理者（候補者） 

◆受講料 38,000円（税込） 

◆講師 有限会社石田コンサルタントオフィス 代表取締役 石田邦雄氏 

ＫＩＤＯライフデザイン研究所 代表 城戸和子氏 

◆カリキュラム詳細 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090494.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

今や、製造業はもちろんのこと、建設業、運送業など作業場を持つ企業にとって現場改善活動は不可欠です。 

この研修では、豊富な事例や演習、グループディスカッションを通じて、自社の現状に対応した現場改善を実践

できるようになることを目的とします。 

 

＊このような方におすすめです＊ 

・自社の現状に対応した現場改善を実践したい方。 

 

◆実施期間 7月 27 日（月）～29日（水） 

◆研修時間 3日間（21時間） 

◆対象者 管理者、新任管理者（候補者） 

◆受講料 31,000円（税込） 

◆講師 株式会社ジェック経営コンサルタント 高田忠直氏 

◆カリキュラム詳細 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090495.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

本研修では、戦略的発想に基づいた質の高い経営を行うための創造的マネジメント能力の向上を図ることをねら

いとした実践的な知識・手法を学びます。 

 

■実施期間 2015年 7月 8日（水）～2016年 1月 22日（金） 

※7 ヶ月間のインターバル研修となっております。 

■研修時間 3日×6回、4日×1回  全 22日間（180時間） 

■対象者 経営幹部、後継者、管理者（候補者） 

■受講料 293,000円（税込） 

■カリキュラム詳細 

No.12  ５Ｓから取り組む現場改善・実践編 

   ～ 現場が支える中小企業のための、現場改善を定着させる行動改革 ～ 

No.301  経営管理者養成コース（第 3期） 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090494.html
http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090495.html
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http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090589.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

◆◇ ご案内 ◆◇ 

各市町村・金融機関・商工会議所・商工会等で受講助成制度があります。 

詳細は、中小企業大学校旭川校（TEL:0166-65-1200、FAX:0166-65-2190）までお問い合わせ下さい。 

中小企業大学校旭川校 および 講座の情報は、ホームページをご覧下さい。 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道開発局では、北海道産品の輸出拡大・物流活性化に向け、札幌大学と連携し、商流・物流の課題双方に

取り組む「北海道国際輸送プラットホーム（略称ＨＯＰ）」構築に向けた各種取組を進めております。 

このたび「ＨＯＰ１サービス」を活用した「海外おみやげ宅配便」の取り扱いを開始しました。 

本サービスを導入いただくことにより、外国人観光客の方に生鮮品を販売し、その方のご自宅等へ宅配するこ

とが可能となりますので、ご興味のある方は是非導入をご検討ください。 

 

◆事業概要 ・店頭販売した冷蔵・冷凍品をＨＯＰ１サービスを利用して購入者の自国へ配送 

◆対 象 者 ・台湾、香港、シンガポール・マレーシアからの観光客の方に冷蔵・冷凍品を販売したい方 

◆輸 送 費 ・ＨＯＰ１サービス輸送費（税抜き） 

      香港、台湾  ５kg以内･･･7,000円  10kg以内･･･ 9,000円  15kg 以内･･･ 11,000円 

      シンガポール・マレーシア 

 ５kg 以内･･･11,000 円  10kg 以内･･･14,000円  15kg以内･･･ 17,000円 

        ※５kg以内は縦＋横＋高さ＝80cm以内、10kg 以内は縦＋横＋高さ＝100cm 以内、15kg以内

は縦＋横＋高さ＝120cm以内 

      ・台湾については、関税・営業税として別途３０％が必要となります 

      ・シンガポールについては、付加価値税として別途７％が必要となります 

◆導入方法 ・下記の北海道開発局ホームページよりファイル「商品販売までの流れ」をダウンロードし、必

要事項を記入の上、ＦＡＸにてＨＯＰ事務局まで申込下さい。後日担当者よりご連絡致します。 

       なお、「販売マニュアル」につきましても、ご一読下さい。 

       http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kowan/platform/omiyage.html 

◆照 会 先 ・北海道開発局 港湾空港部 港湾計画課 TEL 011-709-2137（担当：富岡、藪田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外おみやげ宅配便のご案内 

～外国人観光客の方に生鮮品を販売しませんか？～ 

（北海道開発局） 

http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/list/details2015/090589.html
http://www.smrj.go.jp/inst/asahikawa/
http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kowan/platform/omiyage.html
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北海道開発局では北海道産品の輸出拡大・物流活性化に向け、札幌大学と連携し、商流・物流の課題双方に取

り組む「北海道国際輸送プラットホーム（略称ＨＯＰ）」構築に向けた各種取組を進めております。 

その取組の一環として香港、台湾、シンガポール、マレーシアに向けお荷物１箱単位で冷凍・冷蔵食品を配送

する「ＨＯＰ１サービス」を開始しております。 

現在、本サービスをご利用される方を幅広く募集しておりますので、申込をご検討ください。 

 

◆事業概要 ・冷凍、冷蔵食品をお荷物１箱単位から航空便を利用して配送 

      ・面倒な通関、保険付保、産地証明書の取得手続きを代行 

      ・現地での代金回収・督促業務（１回まで）を代行 

◆対 象 者 ・台湾、香港、シンガポール、マレーシアに食品を配送予定の方 

◆輸送費等 ・ＨＯＰ１サービス輸送費（税抜き） 

       香港、台湾  ５kg 以内･･･5,000円  10kg 以内･･･ 7,000円  15kg 以内･･･ 9,000円 

       シンガポール、マレーシア 

 ５kg 以内･･･9,000 円  10kg 以内･･･12,000 円  15kg以内･･･15,000円 

        ※５kg以内は縦＋横＋高さ＝80cm以内、10kg以内は縦＋横＋高さ＝100cm 以内、15kg以内

は縦＋横＋高さ＝120cm以内 

      ・ＨＯＰ１サービス手数料（税抜き） 

        現地販売価格の９％ 

        ※代金回収代行サービスが不要の場合は現地販売価格の９％の代わりに 2,000円を頂戴しま

す 

      ・台湾については、関税・営業税として別途３０％が必要となります 

      ・シンガポールについては、付加価値税として別途７％が必要となります 

      ・マレーシアについては、商品毎に異なる関税・消費税が必要となります。 

       税率については事務局までお問い合わせください。 

◆発送時期 ・毎週火曜日集荷、金曜日現地到着（最短） 

◆申込締切 ・発送希望日の１０営業日前まで 

◆申込方法 ・下記の北海道開発局ホームページより申込用紙をダウンロードし、ＦＡＸ又はメールにて 

       ＨＯＰ事務局まで申込下さい 

       http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kowan/platform/hop1.html 

◆照 会 先 ・北海道開発局 港湾空港部 港湾計画課 TEL 011-709-2137（担当：富岡、藪田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道開発局では、地域経済や国民生活にとって必要不可欠な公共施設の役割について、より多くの皆さまに

知っていただけるよう、平成 25 年度から、「公共施設見学ツアー」に取り組んでいるところです。 

ＨＯＰ１サービス利用者募集のご案内 

（北海道開発局） 

公共施設の見学を取り入れたツアーを催行してみませんか 

～「公共施設見学ツアー」を催行していただける旅行会社を募集しています～ 

（北海道開発局） 

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_kowan/platform/hop1.html


- 15 - 

 

現在、平成 27年 8月以降に、「公共施設見学ツアー」を企画・催行していただける旅行会社を先着順で募集

しています。「公共施設見学ツアー」の実施について是非ご検討ください。 

 

◆事業概要 旅行会社の皆さまに、「公共施設見学ツアー」の対象となる施設の見学を含む旅行商品（ツアー）

を企画していただきます。施設見学の際には、施設の概要や役割などについて、北海道開発局の

職員が無償でご案内・ご説明します。 

◆申込方法 「公共施設見学ツアー」の企画を希望される場合には、応募要領等をご覧いただき、「公共施設

見学ツアー」総合窓口までお申し込みください。 

◆対象施設 「公共施設見学ツアー」の対象となる施設は以下のとおりです。 

《道央地区》 

石狩地区地域防災施設〈川の博物館〉（石狩市）、舞鶴遊水地（長沼町）、滝川地区地域防災施設〈川

の科学館〉（滝川市）、覚生川 1号砂防堰堤（苫小牧市）、夕張シューパロダム（夕張市）、漁川ダム

（恵庭市）、定山渓ダム（札幌市）、滝里ダム（芦別市）、小樽港〈みなとの資料コーナー〉（小樽市）、

苫小牧港（苫小牧市及び厚真町）、北海幹線用水路関連施設群（赤平市ほか）、石狩川頭首工関連施設

群（月形町ほか）、追直漁港沖合人工島（室蘭市） 

《道南地区》 

美利河ダム（今金町）、国道 5号赤松街道（七飯町）、函館漁港船入澗防波堤（函館市） 

《道北地区》 

十勝岳火山砂防情報センターと青い池（美瑛町）、金山ダム（南富良野町）、大雪ダム（上川町）、忠

別ダム（東川町）、岩尾内ダム（士別市）、留萌ダム（留萌市）、国道 40号旭橋（旭川市）、稚内港

北防波堤ドーム（稚内市）、富良野盆地地区（中富良野町）、東浦漁港衛生管理型施設（稚内市） 

《道東地区》 

釧路湿原旧川復元茅沼地区（標茶町）、釧路湿原幌呂地区湿原再生（鶴居村）、千代田新水路（幕別町）、

十勝ダム（新得町）、札内川ダム（中札内村）、鹿ノ子ダム（置戸町）、国道 273号三国峠（上士幌町）、

国道 274号日勝峠（清水町）、釧路港（釧路市）、網走港南防波堤（網走市）、羅臼漁港衛生管理型施

設（羅臼町） 

◆応募要領 応募要領等詳細については、北海道開発局「公共施設見学ツアー」のページをご覧ください。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/shisetsukengaku/minasama02.html 

◆照 会 先 平成 27 年度「公共施設見学ツアー」総合窓口 

（北海道開発局 開発監理部 開発調整課 TEL（011）709-2311（内線 5477）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北海道運輸局では、１０月１日の免税制度の改正に向けて、道内各地で説明会を開催する等、周知を行って参りま

したが、いよいよ改正日が来月に迫っております。 

 改めて、物産館、物産センター、アンテナショップ等に、免税店（輸出物品販売場）許可申請について、ご検

討いただきますよう周知をお願いします。 

 

免税店（輸出物品販売場）制度の改正に伴い、１０月１日より、すべての品目が免税対象となります。 

※非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな物品は対象外 

※消耗品は、定められた方法により包装を行う必要あり 

 

新たに免税店を経営するには、販売場（店舗）ごとに申請者の納税地を所轄する税務署へ輸出物品販売場許可

申請書を提出し、許可を受ける必要があります。 

税務署が行う許可手続きは、審査に一定期間を要しますので、時間的余裕を持って申請するようにしてくださ

免税店（輸出物品販売場）許可申請はお早めに 

                     （北海道運輸局） 

 

http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/shisetsukengaku/minasama02.html
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い。 

なお、輸出物品販売場許可申請書の提出に当たっては、以下の参考書類を添付していただきますようご協力を

お願いします。 

 

【参考書類】 

① 許可を受けようとする販売場（店舗）の見取り図 

② 販売場（店舗）の免税販売マニュアル 

③ 申請者の事業内容が確認できるもの（会社案内、HP掲載情報等） 

④ 許可を受けようとする販売場（店舗）の主な取扱商品が確認できるもの 

 

詳細は、北海道運輸局消費税免税制度特設ページをご覧ください。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/tax-free/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年、訪日外国人旅行者数は１０００万人を越え、北海道でも史上初めて１００万人を突破しました。 

人口減少が深刻化する中、消費拡大、経済活性化に欠かせない存在となっている外国人旅行者 

彼らが日本に訪れる大きな理由……それが、ショッピング 

 平成２５年、外国人旅行者がショッピングで使ったその額、なんと４，６３２億円。 

 その中でも、各地の名産品が多い菓子類や食料品、お酒などの消耗品を、多く購入していることが分かっています。 

 しかし、従来の制度では、その消耗品を免税で販売できず、高まる消費意欲を活かしきれているとは言えない状況でした。 

 そこで、増え続ける外国人旅行者の消費意欲を最大限に活かすことで、経済活性化を促し、地域住民が望むより良いまち

づくりの基盤となるよう、１０月１日から消費税免税制度が改正され、これまで免税対象から除かれていた消耗品を含め、す

べての品目が免税対象となりました。 

ぜひ、この機会に免税制度をご活用ください。 

 

◆改正のポイント 

 平成２６年１０月１日より、免税対象品目が全品目に拡大されました。 

 

 

【一般物品のみ】            【一般物品】           【消耗品】 

 

 

 
※同一の非居住者に対して、同一店舗における一日の販売額が、一般物品については、一万円を超えるもの、消

耗品については、５千円を超え、５０万円までの範囲内のものが対象になります。 

 

詳細はこちら（北海道運輸局ホームページ） 

https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/tax-free/index.html 

 

 

 

１０月１日から改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」 

がスタートしました（北海道運輸局） 

 家電 

 バッグ 

 衣料品 

等 

 食料品 

 飲料品 

 医薬品 

 化粧品等の消耗品 

改正後の対象物品 現行の対象物品 

＋ 
 家電 

 バッグ 

 衣料品 

等 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/tax-free/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/tax-free/index.html
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 「特定求職者雇用開発助成金」(特定就職困難者雇用開発助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金、被災者

雇用開発助成金)は、平成 27年 5月 1日から、助成額や支給要件の一部を変更します。 

 今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        (太字が変更点) 

 対象労働者 
現  行 平成 27年 5月 1日の雇入れから 

支給総額 助成対象期間   支給総額
※１ 助成対象期間

※２ 

短時間 
労働者 
以   外 

 高年齢者(60歳以上 65歳未満)、 

 母子家庭の母等 90(50)万円  １年(１年)        60(50)万円  １年（１年）        

 身体・知的障害者 135(50)万円 
 １年６か月 

(１年) 
120(50)万円  ２年（１年） 

 重度障害者等(重度障害者、 

 45歳以上の障害者、精神障害者） 
240(100)万円 

２年 
(１年６か月) 

240(100)万円 ３年 （１年６か月） 

短時間 
労働者

               

※３
              

 高年齢者（60歳以上 65歳未満)、 

 母子家庭の母等 60(30)万円  １年(１年)        40(30)万円  １年(１年)        

 障害者 90(30)万円 
 １年６か月 

(１年) 
80(30)万円  ２年(１年) 

 

 

                                        (太字が変更点) 

対象労働者 
現  行 平成 27年 5月 1日の雇入れから 

支給総額 助成対象期間   支給総額
※１ 助成対象期間

※２ 
短時間労働者以外 90(50)万円  １年(１年)        60(50)万円  １年（１年）    

       短時間労働者
※３ 60(30)万円  １年(１年) 40(30)万円  １年（１年） 

 

 

 

 

 

特定求職者雇用開発助成金のご案内   （北海道労働局） 

 

助成額の変更（中小企業事業主）  平成 27年 5月１日以降、対象労働者を雇入れる場合 

リーマンショック後の雇用情勢の悪化によって、引き上げていた中小企業事業主に対する 
助成額を当初の額に戻します。また、障害者については、助成対象期間を延長します。 

※ 中小企業以外の事業主に対する助成金の額や助成対象期間は変更ありません。 

◆特定就職困難者雇用開発助成金 

◆高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金 

注：（  ）内は中小企業以外の事業主に対する支給総額・助成対象期間です。(従来と変更はありません。) 
 

  ※1,2  助成対象期間を６か月ごとに区分した期間を支給対象期（第１期～第６期）といい、支給総額を 
            支給対象期に分けて支給します。   
  ※3     短時間労働者とは、１週間の所定労働時間が、20時間以上 30時間未満の労働者をいいます。 
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平成 27年 5月１日以降、対象労働者を雇入れる場合 

従来から、ハローワークなどの紹介以前に、事業所と対象労働者との間で雇用の予約が 
ある場合には助成対象外としていましたが、助成対象外の基準を追加します。 
  
＜新たに助成対象外となる基準＞   
 ① 代表者などの３親等以内の親族の雇入れ 
  雇入れた対象労働者が事業所の代表者または取締役の３親等以内の親族（配偶者、３親等 
  以内の血族と姻族）である場合には助成対象外になります。 
 
 ② 雇入れ前の３か月を超える実習などの実施 
  対象労働者を雇入れた事業所と同一事業所で、雇入れ日以前の３年間に、通算して３か月を 
  超える職業訓練や実習など

※
を行った場合には助成対象外となります。 

  また、対象労働者を雇入れた事業所の関連会社で、雇入れ日以前の１年間に、通算して 
  ３か月を超える職業訓練や実習などを行った場合にも助成対象外となります。 
       ※ 職場体験、職場実習、就労継続支援事業 B型など 
 
   注：これらの基準に該当しない場合であっても、明らかに職業紹介の前から対象労働者の採用が決定して 
       いると判断できる場合には助成対象外となります。 

助成対象外となる基準の追加 

<実労働時間に応じた支給額の算定>    
        対象労働者の実労働時間が、雇用契約で定められた所定労働時間に満たない場合には、         
      ◆支給対象期６か月間の平均実労働時間

※１
が最低基準

※２
以上の場合は、 助成額満額を 

     支給します。 

    ◆支給対象期６か月間の平均実労働時間が最低基準に満たない場合は、月ごとの平均実  
        労働時間により助成額を月ごとに算定して支給します。              
            ※１ ６か月間に実際に働いた時間を１週間で平均したもの。有給休暇は労働時間に含みます。 
            ※２ 対象労働者区分が「短時間労働者以外」の場合は 24時間（30時間の 8割）、 
       「短時間労働者」の場合は 16時間（20時間の８割） 
        
    詳しくは、お近くの労働局・ハローワークにお問い合わせください。 

支給額の算定方法 

平成 27年 5月１日以降、初回申請
※
する場合 

※ 初回申請とは平成 27年 5月 1日以降に第１期支給対象期の申請を 
  行うなど、対象労働者について初めて支給申請を行うことをいいます。 

平成 27年 5月１日以降、対象労働者を雇入れる場合 短期間で離職した場合の取り扱い 

雇用継続促進の観点から、支給対象期が第 1期である場合、支給対象期の初日から起算し
て１ヵ月以内に対象労働者が離職した場合、本助成金は支給されないこととなりました。 
  

【例】H27.5.1入社～H27.6.15離職の場合   

① 給与が月末締めの事業所の場合・・・支給対象期初日(27.5.1)から１か月を超えている ⇒ 支給可 

② 給与が毎月 15日締めの場合・・・支給対象期初日(27.5.16)から１か月以内に離職 ⇒ 支給不可 

                                  (ちょうど１ヵ月＝１ヵ月以内) 
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地域雇用開発奨励金は、求人が少なく、求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域（同意雇用開発

促進地域）及び若年層・壮年層の流出が著しい地域（過疎等雇用改善地域）において、雇用の場を増やした事業

主に対して支給される奨励金です。 

同意雇用開発促進地域につきましては平成２７年４月１０日から札幌地域、函館地域、紋別地域、釧路地域が

新たに地域指定され、過疎等雇用改善地域につきましては、平成２７年４月１日から島牧村、寿都村、黒松内町、

蘭越町、喜茂別町、京極町、共和町、岩内町、神恵内村が不該当地域となりました。 

指定地域及び奨励金の詳細は、下記厚生労働省ホームページでご確認ください。 

   
◆制度概要  

事業所の設置・整備を行い、ハローワークなどの紹介により対象労働者を雇い入れた場合、設置整備に要し

た費用と雇い入れ人数に応じた奨励金を、最大３年間（３回）支給します。 

  

◆支給額（１回あたり）について  

 ①５０万円～８００万円、支給額は、事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加人数に応じて１６区分に分

かれています。  

②設置・整備費用が３００万円以上で、対象労働者の増加人数が３人（創業の場合２人）以上であることが要

件となります。  

 ③２回目、３回目の支給を受けるためには、一定基準以上の労働者の維持・定着が要件となります。   

 ④そのほかにも要件がありますので、詳細は北海道労働局又はハローワーク窓口へお尋ねください。  

                     

◆問い合わせ先：厚生労働省北海道労働局職業安定部職業対策課雇用開発係  

                   TEL 011-738-1056  

 厚生労働省ホームページ（地域雇用の開発のために） 

  http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/120427.html  

 

 
 

 

 

 「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用の労働

者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を

実施した事業主に対して助成する制度です。 

 

助 成 内 容 
助 成 額 

             （ ）は中小企業以外の額 

①正規雇用等 

転換コース 

有期契約労働者等を 

・正規雇用等に転換 

または 

・直接雇用した場合 

① 有期→正規：1人当たり 50万円（40万円）★ 

② 有期→無期：1人当たり 20万円（15万円） 

③  無期→正規：1人当たり 30万円（25万円）★ 
※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、１人当たり 30万円加

算（中小企業以外も同額）★ 

※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1 人当たり①10 万円、

②③５万円加算（中小企業以外も同額） 

地域雇用開発奨励金の地域指定の変更について【新規】 

（北海道労働局）  

キャリアアップ助成金のご案内【新規】（北海道労働局） 
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②多様な正社員

コース 

・勤務地・職務限定正社員制度

を新たに規定 

有期契約労働者等を 

・多様な正社員に転換または 

直接雇用 

正規雇用労働者を 

・短時間正社員に転換または 

短時間正社員を新たに雇入れ 

① 勤務地・職務限定正社員制度規定・適用 

：１事業所当たり４０万円（３０万円） 

② 有期・無期→勤務地・職務限定、短時間正社員 

：１人当たり３０万円（２５万円）★ 

③ 正規→短時間正社員、短時間正社員の新規雇い入れ 

：１人当たり２０万円（１５万円） 
※派遣労働者を多様な正社員で直接雇用する場合、１人当たり 

１５万円加算（中小企業以外も同額）★ 

※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1 人当たり１０万円加

算（中小企業以外も同額） 

③人材育成 

コース 

有期契約労働者等に 

・一般職業訓練（Off-JT） 

・有期実習型訓練 
（「ジョブ・カード」を活用した

Off-JTと OJT） 

・中長期的キャリア形成訓練 
（専門的・実践的な教育訓練） 

（Off-JT） 

・育児休業中訓練（Off-JT） 

を行った場合 

●Off-JT《 1人当たり》 

  賃金助成：1人 1時間当たり８００円（５００円）  

  経費助成： 

 一般職業訓練、有期実習型訓練、育児休業中訓練 

              最大３０万円（２０万円） 

中長期的キャリア形成訓練 最大５０万円（３０万円） 
 ※育児休業中訓練は訓練経費助成のみ 

●OJT《1人当たり》 

 実施助成：1人 1時間当たり８００円（７００円）  

 

④処遇改善 

コース 

すべてのまたは一部の有期契約労働

者等の 

基本給の賃金テーブルを改定

し 2％以上増額★させた場合 

 

① すべての賃金テーブル改定 

：１人当たり３万円（２万円） 

② 雇用形態別、職種別等の賃金テーブル改定 

：１人当たり１.５万円（１万円）★ 

③ ※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、１事業所当

たり２０万円（１５万円）加算（中小企業以外も同額）★ 

⑤健康管理 

コース 

有期契約労働者等を対象とする 

「法定外の健康診断制度」を新

たに規定し、延べ４人以上実施

した場合 

1事業所当たり４０万円（３０万円）  

 

⑥短時間労働者

の週所定労働 

時間延長コース 

有期契約労働者等の 

週所定労働時間を２５時間未

満から３０時間以上に延長し

た場合 

1人当たり１０万円（７.５万円）  

 

 

◆★部分は、平成２８年３月３１日までの間、支給額を増額または要件を緩和しています。 

◆すべてのコースにおいて、助成人数や助成額に上限があります。 

◆問い合わせ先：厚生労働省 北海道労働局 職業安定部 職業対策課分室  TEL 011-788-9132  

◆厚生労働省ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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「キャリア形成促進助成金」は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して、

職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。 

 

○ 事業主及び事業主団体等向け 

助成内容 助成額※( )額は大企業の額 

❶ ものづくり人

材育成訓練 

大企業 
中小企業 
事業主団

体等 

建設業や製造業が実施する大臣の認定を受けた次のＯＪ

Ｔ付き訓練 
ア 企業単独型訓練（企業が単独で実施する訓練） 
イ 企業連携型訓練（複数の企業が連携して実施する訓

練） 
ウ 事業主団体等連携型訓練（事業主団体等と企業が連携

して実施する訓練） 

経費助成：２/３(１/２) 
賃金助成：1h当たり 800円

(400円) 
ＯＪＴ実施助成：1h当たり

700円(400円) 

 

○ 事業主向け 

助成内容 助成額※( )額は大企業の額 
❷ 政策課題対応

型訓練   
①成長分野等人材

育成コース 
大企業 
中小企業 

健康(医療・介護)・環境などの成長分野等での人材育成の

ための訓練 

経費助成：１/２(1/3) 
賃金助成：1h当たり 800円

(400円) 

②グローバル人材

育成コース 
海外関連業務に従事する人材育成のための訓練(海外の大

学院、大学、教育訓練施設などで実施する訓練も含む) 
③中長期的キャリ

ア形成コース  
中長期的なキャリア形成に資する教育訓練として厚生労

働大臣が指定する専門実践教育訓練 
④熟練技能育成・承

継コース 大企業 
中小企業 

熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職

業訓練 
⑤若年人材育成コ

ース 採用後５年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練 

⑥育休中・復職後等

能力アップコース 
大企業 
中小企業 育児休業中・復職後・再就職後の能力アップのための訓練 

経費助成：２/３(１/２) 
賃金助成：1h当たり 800円

(400円) 
⑦認定実習併用職

業訓練コース 中小企業 大臣の認定を受けた OJT付き訓練（❶のアを除く） 経費助成：１/２ 
賃金助成：1h当たり 800円 
ＯＪＴ実施助成（⑦）：1h

当たり 600円 
⑧自発的職業能力

開発コース 中小企業 労働者の自発的な能力開発に対する支援 

❸ 一般型訓練 中小企業 政策課題対応型訓練以外の訓練 経費助成：１/３ 
賃金助成：1h当たり 400円 

 

キャリア形成促進助成金のご案内【新規】（北海道労働局） 
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○ 事業主団体等向け 

助成内容 助成額 

❹ 団体等実施

型訓練 
事業主 
団体等 

事業主団体等が構成事業主の雇用する労働者を対象に行

う、若年労働者への訓練や熟練技能の育成・承継のため

の訓練、育児休業中・復職後・再就職後の能力アップの

ための訓練 

経費助成：１/２（育児休業

中・復職後・再就職後の能力

アップのための訓練２/３） 
 

【問い合わせ先】▼    北海道労働局職業安定部職業対策課分室 ℡ 011-788-9132 

 

 

 

 

 

 

「企業内人材育成推進助成金」は、事業主が継続して人材育成に取り組むために、人材育成制度を新たに

導入し、その制度を労働者に適用した場合に、一定額を助成します。 

 

 ◇ 制度の種類 

１、教育訓練・職業能力評価制度 

  従業員に教育訓練や職業能力評価を、ジョブ・カードを活用し計画的に実施する制度 

[助成額] 

制度導入助成：５０万円（２５万円） 

実施助成  ： ５万円（２．５万円）制度を適用した従業員１人当たりの額 

 

２、キャリア・コンサルティング制度 

  従業員に対するキャリア・コンサルティングを、ジョブ・カードを活用し計画的に実施する制度 

[助成額] 

制度導入助成：３０万円（１５万円） 

実施助成  ：  ５万円（２．５万円）制度を適用した従業員１人当たりの額 

 

従業員をキャリアコンサルタントとして育成した場合に加算 

[助成額] 

実施助成  ：１５万円（７．５万円）育成した従業員１人当たりの額 

 

３、技能検定合格報奨金制度 

 技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度 

 [助成額] 

 制度導入助成：２０万円（１０万円） 

 実施助成  ：  ５万円（２．５万円）制度を適用した従業員１人当たりの額 

 

 ※（ ）内は中小企業以外の助成額 

 ※実施助成は上限１０人 

  ・詳しい要件、手続き等については、下記までお問い合わせください。 

 

◆問い合わせ先：厚生労働省 北海道労働局 職業安定部 職業対策課分室  TEL 011-788-9132  

◆厚生労働省ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html 

 

 

 

企業内人材育成推進助成金のご案内【新規】（北海道労働局） 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html
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 ◎個別企業助成コース 

雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度）の導入など通じて従業員の

離職率の低下に取り組む健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む事業主（重点分野関連事業主）に対して

助成するもので、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保と、魅力ある職場の創出を目的としています。  

また、介護関連事業主の場合は、介護福祉機器を導入した場合も助成の対象となります。  

 

【 雇用管理制度助成 】  
事業主が、新たに雇用管理制度の導入・実施を行った場合に制度導入助成（１制度につき１０万円）を、雇用管理制度の適切

な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成（６０万円）を支給します。  

【 介護福祉機器等助成 】  
介護関連事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うこと  

により、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の１／２（上限３００万円）を支給します。 

 

 ◎中小企業団体助成コース 

健康・環境・農林漁業分野等（以下「重点分野等」といいます。）の事業を営む中小企業を構成員とする

事業協同組合等が、傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事業を行った場合、

それに要した費用の一部を助成します。 

 

 支給対象となる事業協同組合等の要件 

 

 次の①～④のすべてに当てはまる事業協同組合等※1が支給対象になります。  

① 改善計画※2を作成し、都道府県知事の認定を受けた事業協同組合等であること(以下「認定 組合等」

といいます)。  

② 重点分野等の事業を営む中小企業者を構成員として含む認定組合等であること。  

（→具体的な産業分類は、下記の「支給対象となる重点分野等の事業一覧」をご覧ください）  

③ 中小企業労働環境向上事業を行うこと。（下記の「支給対象となる事業」をご覧ください）  

④ 過去にこの助成金または中小企業人材確保推進事業助成金を受給したことがある場合は、事業を実施

した最後の日の翌日から起算して３年を経過していること。  

 

※1 ①事業協同組合、②事業協同小組合、③協同組合連合会、④その他特別の法律により設立された組合及

びその連合会 のうち政令で定めるもの、⑤中小企業者を直接または間接の構成員とする一般社団法人。  

※2 中小企業労働力確保法に基づき、事業協同組合等や中小企業が雇用管理の改善に取り組むために策定す

る計画。 

 

 支給対象となる事業 

◆支給の対象となる中小企業労働環境向上事業とは、次の①から④に該当する１年間の事業をいいます。  

◆助成金を受給するためには、①と④の事業を必ず実施し、あわせて②か③のいずれか（または両方）の事

業を実施する必要があります。  

① 計画策定・調査事業 （例：構成中小企業者の雇用管理状況の調査）  

② 安定的雇用確保事業 （例：募集・採用ガイドブックの作成配布、合同会社説明会の開催）  

③ 職場定着事業 （例：安全衛生セミナーの実施、職業相談員の配置及び職業相談の実施）  

④ モデル事業普及活動事業 （例：モデル事業説明会の実施） 

 支給額 

 事業の実施に要した費用の 3 分の 2 の額を支給します。認定組合等の規模に応じて、１年当たりの限度額

があります。また、事業をもう１年延長することができます。 

職場定着支援助成金のご案内【新規】（北海道労働局） 
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認定組合等の区分 
大規模認定組合等 

（構成中小企業数５００以上） 

中規模認定組合等 

（同１００以上５００未満） 

小規模認定組合等 

（同１００未満） 

１年あたりの限度額 １０００万円 ８００万円 ６００万円 

 

支給対象となる重点分野等の事業一覧  

日本標準産業分類  

大分類A－農業、林業  

大分類B－漁業  

大分類D－建設業  このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する建築物等を建築しているもの  

大分類E－製造業  このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する製品を製造しているもの  

このうち、健康、環境、農林漁業分野に関する事業を行う事業所との取引関係

があるもの  

大分類F－電気・ガス・熱供給・水道業の中の 中分類33－電気業  

大分類G－情報通信業  

大分類H－運輸業・郵便業  

大分類L → 中分類71－学術・

開発研究機関  

このうち、健康、環境、農林漁業分野に関連する技術開発を行っているもの  

大分類N → 中分類80 → 小分類804－スポーツ施設提供業 例）フィットネスクラブ  

大分類O → 中分類82 → 小分類824 → 細分類8246－スポーツ・健康教授業 例）スイミングスクール  

大分類P－ 医療、福祉  

大分類R → 中分類88－ 廃棄物処理業 例）ごみ処分業  

 

【問い合わせ先】▼    北海道労働局職業安定部職業対策課分室 ℡ 011-788-9132 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

労働移動支援助成金について、受入れ人材育成支援奨励金が拡充され、「早期雇入れ支援コース」が創設され

ました。平成 27年度本予算成立に伴い平成 27年 4月 10日より施行されております。 

拡充された内容を含めた、具体的な制度の内容は以下の通りとなっております。 

 

１ 再就職支援奨励金 

● 再就職支援奨励金は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされ、再就職援助計画の対象となった労働者

に対して、民間の職業紹介事業者による再就職支援の委託、または求職活動のための休暇を付与するといった、

再就職援助のための措置を行った事業主に対して助成するものであり、労働者の再就職の促進を目的としてお

ります。 

※再就職援助計画とは、１か月以内に３０人以上離職するような、事業規模の縮小等を事業主が行う場合に、

事業主に作成が義務付けられているものであり、労働者に対する再就職援助の内容を記載した計画書を作成の

うえ、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。なお、離職者の数が３０人未満でも任意で作成する

ことが可能です。 

 

 

労働移動支援助成金の拡充について【新規】 

（北海道労働局） 
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● 助成内容の概要は以下のとおりです。 

 大企業 中小企業 

再就職支援委託開始時 １０万円 

再就職実現時 
委託費用×1/2－１０万円 

（委託費用×2/3－１０万円） 
（ ）内は 45歳以上の対象者の場合 

委託費用×2/3－１０万円 

（委託費用×4/5－１０万円） 
（ ）内は 45歳以上の対象者の場合 

再就職支援の一部として訓 

練・グループワークの実施を 

委託した場合の上乗せ助成 

（訓練）月６万円（上限 3カ月分）を加算 

（グループワーク）３回以上で１万円加算 

対象者に求職活動のための 

休暇を付与した場合の助成 
１日当たり 4,000 円 １日当たり 7,000 円 

 

２ 受入れ人材育成支援奨励金（早期雇入れ支援コース）（新設） 

● 受入れ人材育成支援奨励金（早期雇入れ支援コース）は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされ、再

就職援助計画の対象となった労働者を、離職後３か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れを行った

事業主に対して助成をするものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。 

● 制度が創設された平成 27年 4月 10日以降に雇入れられた方が対象となります。 

● 雇用保険の一般被保険者として対象労働者を雇い入れることが必要です。 

● 支給対象者１名に対して３０万円が支給されます。 

 

３ 受入れ人材育成支援奨励金（人材育成支援コース） 

● 受入れ人材育成支援奨励金（人材育成支援コース）は、①再就職援助計画の対象となった労働者等を雇入れ

るか、②移籍によって受入れるか、③在籍出向から６か月以内に移籍に切り換えることによって受入れるかし、

その労働者に対して訓練（Off-JT又は Off-JT と OJTを組み合わせたもの）を行った事業主に対して助成する

ものであり、労働者の円滑な再就職の促進を目的としています。 

● 助成内容の概要は以下のとおりです。 

訓練の種類 助成対象 支給額 

Off-JT 
賃金助成 １時間あたり８００円 

訓練経費助成 実費相当額（上限 30万円） 

OJT 訓練実施助成 １時間あたり７００円 

 

 

※以上は要件の概要であり、その他定められた支給要件を満たす必要があります。 

◆問い合わせ先：厚生労働省北海道労働局職業安定部職業対策課雇用開発係 

       ＴＥＬ 011-738-1056 

◆厚生労働省ホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
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北海道地区での業務改善助成金の概要は次のとおりです。 

※詳しくは下記申請先にお問い合わせください。 

≪要件≫ 

◎ 北海道内の中小企業の事業場であり、６ヶ月以上の賃金支払い実績があるもの。 

◎ 
申請前の「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」が時間額７４８円から７９９円であること。 

（日給や月給は時間額に換算します。）    ※北海道最低賃金が改定された場合はその改定額以上７９９円以下 

◎ 

①「事業場内最低賃金」を４０円以上引上げるとともに業務改善事業を実施すること。 

又は 

②１０人以上の労働者の賃金を６０円以上引上げるとともに業務改善事業を実施すること。 
※就業規則に引上げ後の賃金額を事業場内最低賃金とすることを定める必要があります。 

 

≪助成金≫ 

◎ 

業務改善経費の２分の１（常時使用する労働者の数が、企業全体で３０人以下の事業場の場合は 4分の３）

が助成金として支給されます。 

※下限５万円（企業規模３０人以下７万５千円） 

上限１００万円（上記②の場合はその人数により最大１５０万円） 

 

≪留意事項≫ 

◆ 

申請して認可を受けてから、賃金引上げ・業務改善事業を実施してください。その後、引上げ後１ヶ月分

の賃金支払い状況と事業実施結果を実績報告書にまとめ提出してください。審査の上、助成金が支払われ

ます。                      ※助成金受給後、所定期日までに「状況報告」が必要です。 

◆ この助成金の受給は一度限りです。又同様の主旨の他の助成金との併給はできません。 

◆ 

助成金対象経費には通常の事業活動に社会通念上当然に必要となる経費は含みません (飲食店の冷蔵庫・

美容業の美容機器・倉庫業のフォークリフトの購入経費)。就業規則の作成･改正等の委託費も除かれます。 

単なる経費削減経費(エコカー購入)、職場環境改善経費(エアコン設置)も含みません。  ※( )内は例示 
※業務改善事例集；http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/syousaltusi_1.pdf 

◆ 
一定期間、労働者を解雇したり、賃金時間単価を引下げたり、労働時間短縮又は労働日数の減少により賃

金額を減らしたりした場合は、支給されません。 

◆ 助成金は該当年度の予算がなくなり次第終了となります。申請はお早めにお願いします。 

◆ 事業場名は、助成金を活用して自主的に賃金を引上げた好事例として紹介(公表)されます。 

◆ 
中小企業とは、北海道内に事業場を置き、次表の「業種」に応じて「資本金の額又は出資の総額」又は「常

時使用する企業全体の労働者数」のいずれか一方の要件を満たすものです。 

業   種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する企業全体の労働者数 

一般産業（下記以外） ３億円以下の法人  ３００人以下  

卸 売 業 １億円以下の法人  １００人以下  

サービス業 ５,０００万円以下の法人  １００人以下  

小 売 業 ５,０００万円以下の法人     ５０人以下  

≪申請先≫ 

〒060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１番１ 札幌第一合同庁舎９階 

厚生労働省 北海道労働局 労働基準部 「賃金課」 

TEL 011-709-2311(内線 3534)  FAX 011-756-0056 

※必ず事前にご相談ください。交付要綱は必ずお読みください。様式はホームページからダウンロードできます。
（http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/banner/1109/tingin07.html） 

 

業務改善助成金のご案内について  （北海道労働局）                                                              

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/syousaltusi_1.pdf
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/banner/1109/tingin07.html
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こ
の
表
を
労
働
者
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
下
さ
い
。（
最
低
賃
金
法
第
八
条
） 

 

 
「必ずチェック 最低賃金！ 使用者も、労働者も」 

北 海 道 の 最 低 賃 金 

地域別最低賃金 

特定（産業別）最低賃金 
最低賃金の件名 最低賃金額（円） 特定（産業別）最低賃金の適用が除外される者 

処理牛乳・乳飲料、乳製品、

糖 類 製 造 業 

時間額 

８０２ 
２６．１２．１発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 

２ 雇入れ後３月未満の者であって、技能習得中のもの 

３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 

４ 手作業による洗浄、皮むき、選別、包装又は箱詰めの業務

に主として従事する者 

鉄 鋼 業 
 

※「鉄素形材製造業」及び「その他の鉄

鋼業」を除く 

時間額 
８５８  
２６．１２．１発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 

２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 

４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 

電子部品・デバイス・電子

回路、電気機械器具、情報

通 信 機 械 器 具 製 造 業 

 
※「発電用・送電用・配電用電気機械器

具製造業」、「産業用電気機械器具製造

業」、「電球・電気照明器具製造業」及び

「医療用計測器製造業（心電計製造業を

除く。）」を除く 

時間額 

７９４  
２６．１２．１発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 

２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 

４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 

５ 手作業による検品、検数、選別、材料若しくは部品の送給

若しくは取りそろえ、運搬、洗浄、包装、袋詰め、箱詰め、

ラベルはり、メッキのマスキング又は脱脂の業務（これらの

業務のうち、流れ作業の中で行う業務を除く。）に主として

従事する者 

６ 熟練を要しない手作業又は手工具若しくは操作が容易な

小型電動工具を用いて行う曲げ、切り、組線、巻き線、かし

め、バリ取りの業務（これらの業務のうち、流れ作業の中で

行う業務は除く。）に主として従事する者 

船 舶 製 造 ・ 修 理 業 、 

船 体 ブ ロ ッ ク 製 造 業 
 
※「木造船製造・修理業」及び「木製漁

船製造・修理業」を除く 

時間額 

７９９  

２６．１２．４発効 

１ １８歳未満又は６５歳以上の者 

２ 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

３ 清掃、片付け、整理、雑役又は炊事の業務に主として従事

する者 

４ みがき又は塗油の業務に主として従事する者 

  ● 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金、 

時間外等割増賃金は算入されません。 

   ● 最低賃金は、パートタイマー、臨時、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。 

   ● 二つ以上の最低賃金の適用を受ける場合には、高い額の最低賃金が適用されます。 

   ● 派遣労働者は、派遣先の地域（産業）に適用される最低賃金が適用されます。 
   ・ 最低賃金についての詳しいことは、北海道労働局（電話 011-709-2311）又は最寄りの労働基準監督署（支署）へお問い合わせ下さい。 

   ・ 北海道労働局ホームページの最低賃金サイトは http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/banner/1109/tingin01.html 

 

 
 
 
 

最低賃金の件名 最低賃金額（円） 適用労働者等の範囲 

北海道最低賃金 

 時間額 

         ７４８ 

         ２６．１０．８発効 

 北海道において事業を営む全産業の使用者及び 

その者に使用される労働者に適用されます。 

北海道最低賃金のお知らせ   （北海道労働局） 

 もう、チェックした！ 

～ 経営課題や労務管理のワンストップ無料相談は「全国最低賃金総合電話相談センター」へ ～ 
フリーダイヤル０１２０－３１１－６１５（まずは気軽にお電話を！） 

詳細は http://www.toukiren.or.jp/join05.html 
 

http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/banner/1109/tingin01.html
http://www.toukiren.or.jp/join05.html
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当センターは、北海道経済産業局より中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点）

の委託を受け、昨年度に引き続き、道内 7都市にあるセンター本支部内に「北海道よろず支援拠点」を設置しま

す。 

北海道よろず支援拠点には、高度な経営支援スキルを有するコーディネーターやサブコーディネーターを配置

し、中小企業・小規模事業者に対する経営アドバイザー経営相談及び経営課題解決に向けたサポートを行います。 

今年度より、サブコーディネーターを 3名増員し、よりきめ細やかな相談やフォローアップができるよう相談

体制を強化しています。 

 

◆所 在 地   

〇札幌本部：札幌市中央区北 1条西 2丁目 北海道経済センタービル 9階 

〇道南支部：函館市桔梗町 379 北海道立工業技術センター内 

〇十勝支部：帯広市西 3条南 9丁目１ 帯広商工会議所内 

〇釧根支部：釧路市大町 1丁目 1-1 釧路商工会議所内 

〇道北支部：旭川市緑が丘東 1条 3丁目 1-6 旭川リサーチセンター内 

〇日胆支部：室蘭市東町 4丁目 28-1 (公財)室蘭テクノセンター内 

 〇オホーツク支部：北見市北 3条東 1丁目 2 北見商工会議所内 

◆窓口開設時間 

 札幌本部 月曜日～金曜日 9:00~17:30（土日祝日を除く） 

  地域拠点 毎週火曜日 10:00~16:30（祝日を除く） 

◆事業内容 

中小企業・小規模事業者に対する経営相談、課題解決に向けた経営サポート等 

◆問い合わせ先： 

 ・北海道よろず支援拠点   電話 011-232-2407 

  （公益財団法人北海道中小企業総合支援センター内） http://yorozu.hokkaido.jp/ 

  ・公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 経営支援部 経営支援 G 加来、立藤 電話 011-232-2402 

 

 

 

 

 

 

 

 

「設備貸与制度」が平成 26年度で終了し、これに替わる新制度として、平成 27年 4月より『小規模 

企業者等設備貸与事業』を開始します。 

事業内容 

 道内小規模企業者等の付加価値向上に向けた設備導入、および道内で創業を予定する者の創業に

必要な設備導入に際し、当該設備を当センターが設備販売業者より取得し、小規模企業者等や創業

者に対し、割賦販売あるいはリースする事業。 

対象企業等 

１． 道内で事業を営む企業、原則全業種対象（一部対象外の業種があります） 

２． 創業予定者（１ヶ月以内に事業開始、または２ヶ月以内に法人設立の具体的な計画のある、事

業を営んでいない個人） 

従業員規模 

従業員 50名以下 

なお、従業員が 21名以上（商業およびサービス業は 6名以上）の場合、次の制限があります。 

①（借入制限）信用金庫、信用組合、日本公庫国民生活事業を除く金融機関からの借入金残高合計

が 4億 2000万円以下 

②（利益制限）直近 3年間の経常利益が平均 3500万円以下 

③（株主制限）発行株式等の 1/3超を大企業が単独所有していない 

対象設備 生産・加工などに供する機械装置等で新品の設備 

「北海道よろず支援拠点」について 

（公益財団法人北海道中小企業総合支援センター） 

「小規模企業者等設備貸与事業」について   

（公益財団法人北海道中小企業総合支援センター） 

http://yorozu.hokkaido.jp/
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貸 

与 

条 

件 

貸与金額 100万円以上１億円以下 

貸与期間 
割賦 機械装置等の耐用年数以内で 3年から 10年（据置 1年以内） 

リース 機械装置等の耐用年数に応じ 3年から 10年 

利率 
割賦 （損料率）年 1.8％～2.0％ 

リース （月額リース料率）0.998％～2.955％ 

償還方法 
割賦 月賦又は半年賦 

リース 毎月払い 

保証金 
割賦 貸与金額の 10％ 

リース なし 

連帯保証人 

道内在住者 1名（法人の場合は代表者） 

なお、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、センターが保証人不要と判断した場合、代

表者保証を免除します。 

申込受付 貸与予定額に達するまでの随時受付 

申込先 
センター札幌本部、道内商工会・商工会議所 

※商工会・商工会議所を経由して申込む場合、割賦貸与期間を 2年延長できます（10年以内）。 

照会先 
(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部金融支援Ｇ 

（札幌市中央区北 1条西 2丁目経済センタービル 9F 電話 232-2404） 

なお、設備導入資金の半額までを無利息で融資する「設備資金貸付制度」は平成 26年度で終了しました 

ので、併せてご連絡します。 

◆問い合わせ先： 

 ・公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 金融支援Ｇ  電話 011-232-2404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (公財)北海道中小企業総合支援センターは、4月 20日（月）から道内中小企業者等を対象とした中小企業応

援ファンド事業、中小企業競争力強化促進事業の平成 27年度一次募集を開始しました。ご利用を検討される

方は、ホームページをご覧の上、お気軽に(公財)北海道中小企業総合支援センターまでお問い合わせください。 

 

◆北海道中小企業応援ファンド事業公募（一次募集）のご案内 

北海道中小企業応援ファンド事業は、道内の中小企業者・創業者等が取り組む新商品開発、展示会出展等に

要する経費の一部を助成する制度です。 

［ 公募期間 ］平成２７年４月２０日（月）～５月２９日（金） 

［ 助成内容 ］助成限度額：１００万円～１，０００万円（事業メニューにより異なる） 

助 成 率：２分の１～３分の２（事業メニューにより異なる） 

［ 問合せ先 ］(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部助成支援Ｇ（担当：酒井、若狭） 

ＴＥＬ：０１１－２３２－２４０３ 

［ホームページ］http://www.hsc.or.jp/gaiyo/shinsangyo/fund/index.htm 

 

◆中小企業競争力強化促進事業公募のご案内 

中小企業競争力強化促進事業は、道内の中小企業者等が新分野・新市場への進出に取り組むために要する経

費の一部を助成する制度です。 

［ 公募期間 ］平成２７年４月２０日（月）～５月２９日（金） 

［ 助成内容 ］助成限度額：１００万円～１，２００万円（事業メニューにより異なる）、 

助 成 率：２分の１ 

［ 問合せ先 ］(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部助成支援Ｇ（担当：田巻、塚崎） 

ＴＥＬ：０１１－２３２－２４０３ 

［ホームページ］http://www.hsc.or.jp/gaiyo/shinsangyo/jourei/index.htm 

中小企業応援ファンド事業など助成金のご案内 

～平成２７年度一次募集を開始しました～  

（公益財団法人北海道中小企業総合支援センター） 

http://www.hsc.or.jp/gaiyo/shinsangyo/jourei/index.htm
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   公益財団法人北海道中小企業総合支援センターは、北海道から委託を受け、「北海道６次産業化サポートセン

ター」を開設しています。サポートセンターでは、６次産業化に関する様々な相談に対応するとともに、農林漁

業者等の人材育成を目的とした研修会や販路開拓を目的とした展示交流会を開催します。 

 

◆主な業務内容    ①農林漁業者からの相談に対して、本部事務局の６次産業化企画推進員が指導助言す

るとともに、必要に応じて６次産業化プランナー等の支援人材を派遣し、事業計画

の作成等に対して支援を行う。 

②農林漁業者等が６次産業化に取り組む際の課題解決等に向けた人材育成研修会を

開催する。 

③農林漁業者と２次、３次産業事業者とのネットワーク構築及び販路開拓等を目的と

した展示交流会を開催する。 

◆相談受付時間   ９：００～１７：３０ （土・日・祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く） 

◆相談窓口 

常 設 拠 点 所        在        地 連絡先（電話番号） 

北
海
道
６
次
産
業
化
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

本
部 

事
務
局 

札幌本部 
〒060-0001 

 札幌市中央区北1条西2丁目 経済ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ9階 

 011-200-0013 

担当：伊槻
い つ き

・国仙
こくせん

・佐藤・

須川・森下 

地
域
事
務
局 

道南支部 
〒041-0801 

 函館市桔梗町379 北海道立工業技術ｾﾝﾀｰ内 

 0138-82-9089 

 担当：佐々木 

十勝支部 
〒080-0013 

 帯広市西3条南9丁目1番地 帯広商工会議所内 

 0155-67-4515 

 担当：紅葉
も み じ

 

釧根支部 
〒085-0847 

 釧路市大町1丁目1番1号 釧路商工会議所内 

 0154-64-5563 

 担当：大森 

道北支部 
〒078-8801 

 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ内 

 0166-68-2750 

 担当：高橋 

日胆支部 
〒050-0083 

 室蘭市東町4丁目28番地1号 室蘭ﾃｸﾉｾﾝﾀｰ内 

 0143-47-6410 

 担当：浜田 

オホーツク支部 
〒090-0023 

 北見市北3条東1丁目 北見商工会議所内 

 0157-31-1123 

 担当：卜部
う ら べ

 

 

【６次産業化企画推進員】※札幌本部にて相談対応 

ATG技術経営事務所 

代表 伊槻 康成 

(業務経歴) 

・ホクレン勤務時代に作物育種、機能性食品開発、新事業開発等に携わる。独立後、

新作物からエゾシカまで多分野にわたり事業開発等に関する多数の支援実績を有す

る。 

(資格等)技術士(農業部門)、中小企業診断士 ほか 

(株)ブルームプラン 

代表取締役 国仙 悟志 

(業務経歴) 

・道内大手百貨店で販売促進及び経営企画等に従事。石油販売会社勤務を経て独立後、

小売業・サービス業等でマーケティングを中心にコンサルティングを実施。 

(資格等)中小企業診断士 

「北海道６次産業化サポートセンター」の開設について 

【新規】 

（公益財団法人北海道中小企業総合支援センター） 
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佐藤 敏雄 (業務経歴) 

・乳業メーカー勤務時代、専務として同社の経営再建を主導。同社退職後、食クラス

ター連携協議体などで食品製造業を中心にコーディネート業務を実施。 

(資格等)衛生管理者 

(株)ワイザー総研 

代表取締役 須川 清一 

(業務経歴) 

・農業コンサルタント会社の役員として農業・農村整備事業や地域活性化事業の調査、

計画策定業務に従事。独立後、農業、建設業等で経営計画、マーケティングを中心

にコンサルティングを実施。 

(資格等) 技術士（農業部門・総合技術監理部門） 

森下浩税理士事務所 

代表 森下 浩 

(業務経歴) 

・日本政策金融公庫の職員として農業関係の金融・税務の専門家として活動。独立後、

税理士業務のほかフードマイスターとしても活動実績を有する。 

(資格等)税理士、農業経営アドバイザー ほか 

 

※問い合わせ先 

   公益財団法人北海道中小企業総合支援センター経営支援部  伊藤、澤村      電話 ０１１－２００－００１３ 

   北海道農政部食品政策課６次産業化推進グループ           上原、佐々木      電話 ０１１－２０４－５４３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年４月から、道内の中小企業を応援する「表彰企業等プレミアム・パッケージ支援事業」のＰＲコーナー

を新しく開設します。 

このコーナーでは、道の「トライアル新商品」、「北海道チャレンジ企業表彰」、「北海道新技術・新製品

開発賞」及び「北海道省エネ・新エネ促進大賞」を受賞等した企業のさらなるステップアップを図るため、受

賞商品や取組内容などをパネルで紹介し、商品の販路開拓を応援します。 

 

◆対象企業 

 （１）「新商品トライアル制度」、「北海道チャレンジ企業表彰」、「北海道新技術・新製品開発賞」 

    及び「北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞」のいずれかを受賞後３年以内の企業。 

 （２）道との協働による「表彰企業等プレミアム・パッケージ支援事業」のサポート実績のある企業等。 

◆開設場所 

  道庁本庁舎１階道政広報コーナー 

◆展示期間 

  原則２週間以内 

◆使用料 

  無料 

◆パネル展示等を希望する方は、道のポータルサイトをご覧下さい。 

  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/award.htm 

◆問い合わせ先 

  北海道経済部経済企画室 

  札幌市中央区北 3条西 6丁目 道庁本庁舎 8階 

  電話番号：011-204-5139  

 

 

 

「道の表彰・認定企業等を応援する」 展示コーナーの開設について 

（北海道） 
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◆概要：道では、「北海道どさんこプラザ」(東京・名古屋・札幌)事業の一環として、道内の中小企業等の商 

品開発・マーケティング活動等を支援するため、首都圏、札幌圏及び中京圏に『マーケティングアド 

バイザー』を配置し、企業等からのマーケティングに関する相談［例：商品がもっと売れるにはどう 

したらいいか、新製品はどのように販売ルートにのせればいいか、首都圏の市場動向やニーズはどう 

なっているか］に対して助言等を行っています。 

◆アドバイザー：流通・市場調査などの専門的な知識を持ち、第一線で活躍されている方々にアドバイザーを 

お願いしています。 

◆業務：道内メーカーから相談のあった商品について、市場ニーズにマッチしたアドバイス等を行います。 

◆費用負担：アドバイスを受けること自体は無料です。 

ただし、相談は原則東京、札幌または名古屋で行いますので、東京、札幌または名古屋までの旅 

費については企業の負担となります。 

      また、アドバイザーに自社に来てもらう場合の旅費も企業の負担となります。なお、文書や電話、

FAX やメールによる相談も可能ですが、アドバイザー事業の活用が、企業にとって実りあるもの 

とするためにも、面談による相談がお勧めです。 

 

◆相談対象者：どさんこプラザ（テスト販売・常設販売）で販路拡大を図っている(図ろうとしている)道内中 

小企業者等 

◆相談の申込み：「マーケティングアドバイザー助言・指導依頼書」を北海道経済部食関連産業室、北海道ど 

さんこプラザ札幌店（札幌のみ）または各総合振興局・振興局商工労働観光課へ提出してく 

ださい。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/index.htm 

 

◆問い合わせ先：北海道 経済部 食関連産業室 マーケティンググループ   

               Tel：011-204-5766（担当：牧野、小椋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どさんこプラザテスト販売制度は、販路拡大・商品開発などに取組む道内企業の方々を応援するための制度 

で、新商品を３ヶ月間、「北海道どさんこプラザ」〔東京・札幌・名古屋〕で販売し、その過程で得られた情 

報をマーケティング活動に役立てて頂くことを目的としています。 

売上げ好調な商品はさらに３ヶ月間販売を延長し、販売期間終了後には、店から商品の評判、評価等のアド 

バイスが受けられます。7月 1 日から 8 月 20 日まで、平成 27 年 10月から販売する商品を募集しています。 

◆応募商品の要件：次のいずれかに該当する道産品（過去に応募店舗の通常商品であったものを除く） 

(1)札幌店は、札幌市内で販売を開始して 1 年以内の加工食品や工芸品 

(2)東京(有楽町店)、名古屋店は道外で販売を開始して 1 年以内の加工食品や工芸品（名古屋は加工食品のみ） 

◆応募者の資格：道内に事務所又は事業所を有する公益的な団体、企業及び個人（個人のグループを含む。） 

のうち、下記の条件のいずれかに該当する方 

(ア)道産品の生産・製造・加工を行っている方 

(イ)自らが企画・考案した道産品の販売を行っている方 

「マーケティングアドバイザー」について（北海道） 

どさんこプラザ・テスト販売品（第３四半期分）の募集について

（北海道） 
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◆販売条件等： 

(1)テスト販売品の販売手数料は、希望小売価格の 18％ 

(2)ＰＬ（製造物責任）保険に加入していること。 

(3)食品衛生法、JAS 法、景品表示法等の表示関する法令を遵守していること。 

(4)指定する食品検査を実施していること（食品の場合）。 

(5)該当する食品製造に係る営業許可を受けていること（食品の場合）。 

◆募集期間：７月１日（水）から８月２０日（木）まで 

◆申込み：「テスト販売申込書」（下記 URL からダウンロードしてください）に必要事項を記載し、 

各総合振興局・振興局商工労働観光課へお申し込み願います。 

※平成 26 年度から申込に必要な書類を変更しました。詳しくは下記ホームページをご覧いただくか、 

お問い合わせください。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/testhanbai.htm 

◆問い合わせ先：北海道 経済部 食関連産業室 マーケティンググループ 

Tel：011-204-5766（担当：牧野、小椋） 

 

 

 

 

 

 

食クラスター活動は、産学官と金融機関の連携・協働により、北海道ならではの「食の総合産業（一次・ 

二次・三次）」の構築を目指す取組です。 

平成２２年５月、この食クラスター活動を本格的に展開するため、全道的な推進母体となる「食クラスター 

連携協議体（FC/NW）」が発足いたしました。 

FC/NWでは、参画いただいた生産者、食産業や関連産業の企業などの個々の事業やプロジェクトを試験研究機 

関や支援機関、行政機関などが積極的に支援することとしています。 

  

～具体的には、 

○ 食クラスター連携協議体に参画いただくと、各種助成や商談会など、ビジネスに活用いただく情報をメー 

ルマガジンで提供します。（参画は無料です。） 

○ 食クラスター連携協議体事務局にご相談いただくと、支援方策等を専門機関で検討します。 

 

◆参画登録申込方法 

  次のホームページから参画登録願います。  http://www.fc-nw.jp/m-recruit 

◆事務局代表（参画申込書） 

〒０６０－０００１ 札幌市中央区北１条西３丁目３ 札幌 MNビル８階 

北海道経済連合会 食クラスター連携協議体事務局 TEL：011-221-6166  FAX：011-221-3608 

◆問い合わせ先：北海道 経済部 食関連産業室（担当：食クラスターグループ）  

TEL : 011-204-5979 

 

 

 

 

 

 

 

◆目的：道内で活躍するバイヤー等を「北海道『食の磨き上げ職人』」として任命し、道産品の磨き上げを目 

的に商品開発や販路拡大に関する事業者等への指導・助言を通じ、国内外で通用する北海道ブランド 

の創出を図ることを目的としています。 

◆構成メンバー：道内の百貨店、テレビショッピング、雑誌、アンテナショップ「北海道どさんこプラザ札幌 

店」等の分野で活躍する北海道産品バイヤーやフードライター、料理人など１２名にご協力 

「食の磨き上げ職人」について（北海道） 

食クラスター活動について（北海道） 
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をお願いしています。 

◆業務：道内メーカーから相談のあった商品について、それぞれの専門分野から商品についてアドバイス等を 

行います。 

◆費用負担：道が依頼する職人の業務については、相談者の費用負担はありません。 

            ただし、相談は原則、札幌で行いますので、相談者の旅費は企業の負担となります。 

            なお、アドバイスを企業にとって実りあるものとするために、面談による相談を原則とします。 

◆相談対象者：商品の磨き上げに意欲がある事業者（こだわりをもって商品を製造しているが、市場ニーズに 

マッチしない等、販路に課題のある事業者等） 

◆相談の申込み：「北海道『食の磨き上げ職人』アドバイス依頼書」（下記 URLからダウンロードしてくださ 

い）に必要事項を記載し、北海道経済部食関連産業室または各総合振興局・振興局商工労働 

観光課へお申し込み願います。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/marke/index.htm 

◆問い合わせ先：北海道 経済部 食関連産業室 マーケティンググループ  

          Tel：011-204-5766（担当：中田、牧野） 

 

 

 

 

 

 

 

～ 北海道が発信する「食の研究」サイト 「あじ研北海道」 ～ 

北海道の研究機関や大学と企業が共同して新たな食品加工技術を開発したり、研究機関での試験分析や技術 

支援などのサポートが手助けとなって商品化に至った例は少なくありません。 

「あじ研北海道」では、こうした研究機関と企業との連携をはじめ、各研究機関の活動と成果を紹介してい 

ます。食分野に関する技術シーズ・ 技術支援等のデータベース「研究・事例一覧」はもとより、41に及ぶ成 

功事例のエピソード集「“おいしい”舞台裏」には、食品開発の道筋を照らすヒントが隠されています。 

ぜひご覧ください。 

 

◆掲載内容 

・食分野に関する技術シーズ・ 技術支援等の情報 「研究・事例一覧」 

・新商品開発事例の紹介 「研究者×企業インタビュー“おいしい”舞台裏」 

・食の商品開発アイデアソース「カリスマの着眼点」 

・「利用可能な設備」 

・北の加工食品「Ｗｅｂ見本市」 

・各研究機関の概要  ほか 

◆掲載研究機関 

北海道立総合研究機構 産業技術研究本部 食品加工研究センター 

北海道立オホーツク圏地域食品加工技術センター 

北海道立十勝圏地域食品加工技術センター 

北海道立工業技術センター 

北海道大学 産学連携本部 ほか 

◆URL：http://www.ajiken-h.jp 

◆問い合わせ先 

北海道 経済部 食関連産業室 食品産業グループ（TEL011-204-5312） 

 

 

 

 

 

 

「あじ研北海道」について（北海道） 
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福島原発事故に伴う損害について、東京電力への賠償請求を検討している道内事業者の方々を対象として 

北海道弁護士会連合会と連携し、具体的な賠償申請方法などに関する個別相談会を開催します。 

  

◆対象者    観光業・輸出等の道内事業者 

◆相談対応者  道内各弁護士会（旭川、釧路、札幌、函館）所属の弁護士 

◆相談内容  ・東京電力への損害賠償申請に関すること 

・東電の「補償基準」に記載されていない損害に関すること ほか 

◆参加費    無料 

◆日程・会場 ［相談会を希望する日の１０日前までに申込み願います。］ 

○事業者（相談者）側が会場を用意し、３事業者以上による相談会を希望する場合 

・ご要望の会場に、弁護士会から講師を派遣いたします。 

(ご要望の日程に添えない場合もありますので了承願います。) 

○単独での相談会参加を希望する場合 

        ・開催地：旭川市、釧路市、札幌市、函館市 

    ・会 場：後日、個別にお知らせします。 

(各弁護士会の会議室や弁護士事務所等で開催します。) 

◆参考事項 

       ○東京電力が示している「観光業」の対象業種 

        宿泊関連施設、レジャー施設、観光産業、交通産業、文化・社会教育施設、 

        観光地での飲食業・小売業 

◆注意事項   本相談会は、原発損害賠償申請手続き等に関する具体的な方法等に関する相談対応を目的とし

たものであり、東電からの賠償を保証するものではありません。 

※申込方法、申込様式等詳細は下記ウェブサイトをご覧下さい。 

         http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/genpathukobetusoudan.htm 

◆申込・問い合わせ先   北海道経済部 観光局 観光戦略グループ（山﨑、向平） 

                   TEL：011-204-5302 FAX：011-232-4120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道では、自社の経営に不安や悩みを抱えている中小企業の皆様にご利用いただける無料相談窓口を全道各地に 

設置し、経営の専門家である中小企業診断士が相談対応する「地域中小企業経営力向上支援事業」を行っており

ます。 

 相談窓口は全道２１地域の金融機関の店舗などに設け、企業の皆様から希望をお伺いして、中小企業診断士に

よる相談実施のための調整をいたします。 

中小企業診断士による相談では、経営診断、経営改善に向けたアドバイス、従業員の処遇改善に向けた支援、

各種支援策のご提案等、無料でご相談に応じます。 

資金繰りのお悩み、売上拡大、人手不足解消など経営力を高めたい中小企業の皆様、どうぞご利用ください。 

 

原発事故賠償申請手続き個別相談会の開催について     

                       （北海道） 

 

「地域中小企業経営力向上支援事業」のご案内【新規】 

～中小企業診断士による無料の経営相談をご利用ください～（北海道） 

 

 



- 36 - 

 

なお、中小企業診断士による相談を希望される場合には、事前のご予約が必要です。 

お近くの相談窓口にお問い合わせいただくか、中小企業診断協会北海道に直接お問い合わせください。 

 

◆事前予約、相談窓口設置箇所などお問い合わせ   

一般社団法人中小企業診断協会北海道（受付時間 月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く） 

  電 話 ０１１－２３１－１３７７ 

  ＦＡＸ ０１１－２３１－１３８８ 

  メール do-chusho@shindan-hkd.org/ 

    ホームページ http://www.shindan-hkd.org   

◆道担当 

経済部 中小企業課 中小企業支援グル－プ 担当：村上  電話 ０１１－２０４－５３３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道では、（株）北海道二十一世紀総合研究所に委託をし、電気料金の値上げにより影響を受ける中小・小規模

企業への影響を緩和するため、電気コスト対策アドバイザーを企業に派遣し、節電効果の高い機器の導入や運用

方法等をコンサルティングする事業を実施しています。 

 また、本事業の一環として、本年６～７月に、下記のとおり全道１４ヶ所で「電気コスト対策セミナー・個別

相談会」を開催いたします。 

 

①個別訪問によるコンサルティングについて（本年１１月末まで） 

 電気コスト対策アドバイザーが、皆様の事業所を訪問し、無料で節電のためのコンサルティング（アドバイス

等）を行います。 

◆主なコンサルティング内容 

 ・節電効果の高い照明・器具の導入の提案 

 ・契約の見直し等のアドバイス 

・省エネ診断を行う専門家の紹介 

・国や道の取組事例や補助・融資制度の紹介 等 

 

②「電気コスト対策セミナー・個別相談会」の開催について（本年６～７月） 

◆プログラム 

 １．セミナー 

   「お金のかからない省エネ・節電メニューや取組事例のご紹介」 

     講師 北電総合設計株式会社 エネルギー部エネルギー技術室室長 篠原伸和氏 

 ２．個別相談会（希望される企業） 

 

◆開催場所・開催日時（各地域ごとに昼の部と夜の部の２回開催します） 

開催地 開催場所 
開催日 

※全て平成２７年 

開催時間 
※各開催地共通 

札幌 かでる２・７（５Ｆ520会議室） ７月２４日（金） ○昼の部 

「電気コスト対策アドバイザー育成・派遣モデル事業」のご案内【新規】 

～「電気コスト対策セミナー・個別相談会」の開催について～（北海道） 

 

mailto:do-chusho@shindan-hkd.org/
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札幌市中央区北２西７道民活動センタービル ・セミナー 

１３：３０～ 

 １４：３０ 

・個別相談会 

１４：３０～ 

 １５：３０ 

 

○夜の部 

・セミナー 

１８：３０～ 

 １９：３０ 

・個別相談会 

１９：３０～ 

 ２０：３０ 

旭川 旭川市ときわ市民ホール（４Ｆ多目的ホール１，２） 

旭川市５条通４丁目 

７月１６日（木） 

函館 函館市勤労者総合福祉センター（サン・リフレ函館）

（２Ｆ視聴覚室） 

函館市大森町２－１４ 

７月２１日（火） 

釧路 釧路市生涯学習センター（まなぽっと幣舞） 

（２Ｆ会議室 802，803号室） 

釧路市幣舞町４－２８ 

７月２９日（水） 

帯広 とかちプラザ（４Ｆ講習室 401） 

帯広市西４条南１３－１ 

７月９日（木） 

苫小牧 苫小牧市民会館（２Ｆ２０６号室） 

苫小牧市旭町３－２－２ 

 

６月２５日（木） 

北見 北見市民会館（１Ｆ会議室１号室） 

北見市常磐町２－１－１０ 

７月１日（水） 

小樽 小樽市民センター（３Ｆ研修室） 

 小樽市色内２－１３－５ 

６月３０日（火） 

岩見沢 岩見沢市民会館（１Ｆ多目的室２） 

岩見沢市９条西４丁目１－１ 

６月２３日（火） 

稚内 稚内総合文化センター（２Ｆ会議室Ａ） 

稚内市中央３丁目 

６月１８日（木） 

留萌 中央公民館（２Ｆ研修Ｃ室） 

留萌市見晴町２－２７ 

７月１４日（火） 

根室 根室市総合文化会館（２Ｆ第２講座室） 

根室市曙町１－４０ 

６月１６日（火） 

江差 江差町文化会館（１Ｆ小ホール） 

江差町茂尻町７１ 

６月１１日（木） 

新ひだか 新ひだか公民館（集会室） 

新ひだか町静内古川町１－１－２ 

７月７日（火） 

 

◆申込み方法 

 セミナーや個別相談会への参加を希望される方は、事前の申込みが必要です。 

 道庁の下記ホームページにある申込書に必要事項を記載の上、事業受託先の（株）北海道二十一世紀総合研究

所にファックスで申込みができます。 

（ホームページ） 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sanshin/keieikakusin/denkicost.htm 

◆電気コスト対策アドバイザー育成・派遣モデル事業（セミナー・個別相談会）に関するお問い合わせ先 

株式会社北海道二十一世紀総合研究所（事業受託先） 

電  話：０１１－２２１－０８０２ 

ＦＡＸ：０１１－２３１－３１４３  

担  当：菊地、藤田、石出、泰永、西谷 

◆道担当 

経済部 中小企業課 中小企業支援グル－プ 担当：長島  電話 ０１１－２０４－５３３１ 
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 道では、中小企業向け融資制度（中小企業総合振興資金）において、急激な円安に伴う原材料価格の高騰や 

人件費の増加、電気料金の再値上げなど、様々なコストアップ要因に対応した資金メニューを用意しています。

また、保証付きで融資を受ける場合に必要となる保証料を一部補助し、中小企業者の皆さまの資金繰りを支 

援いたします。 
 

資金名 原料等高騰対策特別資金 景気変動対策特別貸付 

融資対象 ①原料等価格の高騰の影響により、売上高に

対する売上原価等の割合が前年同期比で

増加している中小企業者等 

②①の要件に該当する中小企業者等であっ

て、省エネルギー施設等を導入する方 

経済環境の変化により、一時的に売上高又は利 

益（純利益額、経常利益率）の減少など業況悪 

化を来している中小企業者等 

資金使途 ①運転資金 ②設備資金 事業資金（運転資金・設備資金） 

融資金額 １億円以内 5,000万円以内 

融資期間 １０年以内（うち据置３年以内） １０年以内（うち据置３年以内） 

融資利率 《固定金利》 

５年以内 年１．３％ 

10年以内 年１．５％ 

《変動金利》 

年１．３％ 

（融資期間が３年を超える取扱いの場合に限る） 

《固定金利》 

３年以内 年１．４％、５年以内 １．６％、 

７年以内 年１．８％、10年以内 ２．０％ 

《変動金利》 

年１．４％ 

（融資期間が３年を超える取扱いの場合に限る） 

信用保証 必要により信用保証協会の保証に付することがあります。 

保証付き融資の場合、金利とは別に、信用保証協会所定の保証料が必要となります。 

（ 経営状況に応じ、年０．４０～１．７１％ ） 

※対象２資金については、北海道信用保証協会の独自割引措置が適用されております。 

（上記は割引適用後の保証料率） 

補助制度 保証付きで融資を受ける方が、信用保証協会に支払う保証料に対して、 

道が保証料総額の３分の１を補助します。 
 
◆ 融資・補助に関する条件、手続きなど詳細については、下記ウェブページをご覧ください。 

【 景気変動特別対策貸付 】 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/keikihendo.htm 

【原料等高騰対策特別資金】 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/genryo.htm 

【 信用保証料の補助制度 】 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/hoshouryouhojo.htm 

 

◆問い合わせ先：北海道経済部 経営支援局 中小企業課 金融グループ(TEL 011-204-5346) 

                    各総合振興局・振興局 産業振興部 商工労働観光課 

                    後志総合振興局 産業振興部 小樽商工労働事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

道では、中小企業総合振興資金に次の資金メニューを用意し、人手不足の影響により、人件費の高騰などへの

対応や省力化設備の導入など、経営の効率化に取り組む中小企業者の方々の資金繰りを支援しています。  

 

人手不足に対応する融資制度のご案内 （北海道） 

 

コストアップに対応する融資制度及び信用保証料補助制度のご案内       

（北海道） 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/genryo.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/hoshouryouhojo.htm
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資金名 景気変動対策特別貸付 ステップアップ貸付 

資金の 

ポイント 

人件費の増加や商品仕入など様々なコストア

ップの影響によって、利益や売上が減少してい

る場合に利用できます。 

設備の近代化、省力化などにより、経営の効率

化などを図ろうとする場合に、利用できます。 

融資対象 (1) 最近３か月の売上高（生産高）が前年同期

に比べ５％以上減少している中小企業者

等 
 

(2) 最近３か月の売上高（生産高）が前年同期

に比べ減少しており、かつ、前年度の売上

高（生産高）が前々年度の売上高（生産高）

に比べ減少している中小企業者等 
 

(3) 前年度における純利益額又は売上高経常

利益率が前々年度に比べ減少している中

小企業者等 

(4）最近３か月の売上高経常利益率が前年同期

に比べ減少している中小企業者等 

事業拡張による事業規模の拡大や情報化への取

組み、設備の近代化による経営の効率化等を図

ろうとする計画（ステップアップ計画）を推進

しようとする中小企業者等 

 

資金使途 事業資金（運転資金・設備資金） 事業資金（運転資金・設備資金） 

融資金額 5,000万円以内 融資対象 8,000万円以内 

融資期間 １０年以内（うち据置３年以内） １０年以内（うち据置１年以内） 

融資利率 《固定金利》 

３年以内 年１．４％ 

５年以内 年１．６％ 

７年以内 年１．８％ 

10年以内 年２．０％ 

 

《変動金利》 

年１．４％ 

（融資期間が３年を超える取扱いの場合に限る） 

 

《固定金利》 

３年以内  年１．６％ 

５年以内  年１．８％ 

７年以内  年２．０％ 

10年以内  年２．２％ 

 

《変動金利》 

年１．６％ 

（融資期間が３年を超える取扱いの場合に限る） 

◆その他の融資条件及び融資申込方法等については、こちらのウェブページをご覧ください。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/shikinmenu.htm 

◆問い合わせ先：北海道経済部 経営支援局 中小企業課 金融グループ(TEL 011-204-5346) 

                    各総合振興局・振興局 産業振興部 商工労働観光課 

                    後志総合振興局 産業振興部 小樽商工労働事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 道では、消費税率の引き上げや人件費の上昇、急激な円安に伴う原材料価格の高騰に加え、平成２６年１１月

からの電気料金の再値上げ等、様々なコストアップの影響により厳しい経営環境に置かれている中小企業者の

方々の経営及び金融に関する相談に対応するため、相談窓口を設置しています。 

 

◆設置場所：北海道経済部 経営支援局 中小企業課内 

             総合振興局・振興局 産業振興部 商工労働観光課内 

                       後志総合振興局 産業振興部 小樽商工労働事務所内 

◆受付時間：平日８時４５分から１７時３０分まで 

◆詳細については、こちらのウェブページをご覧ください。 

 【コストアップ対策経営・金融特別相談室】 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/costupsoudanshitu.htm 

 

「コストアップ対策経営・金融特別相談室」のご案内 （北海道） 
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 道では、大規模建築物を所有し、耐震改修促進法に基づく耐震診断及びその結果を受けて耐震改修工事に取り

組む中小企業者等の方々に対する融資制度を取り扱っています。 

 

 

 

 

 

■制度の概要 

資金名 【耐震診断対応】セーフティネット貸付 
（関係分のみ掲載） 

【耐震改修対応】耐震改修対策特別貸付 

融資対象 耐震改修促進法附則第３条第１項に規定する「要緊急安全確認大規模建築物」を所有し、国又
は市町村の補助金を活用する中小企業者（観光施設の場合は大企業も対象となります。） 

資金使途 運転資金 
（要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断費用） 

設備資金 
（要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修費用）  

融資金額 １億円以内 １６億円以内 

融資期間 １０年以内(うち据置３年以内) ２０年以内（うち据置２年以内） 

融資利率 《固定金利》      
５年以内 年１．３％   
10 年以内 年１．５％   

《変動金利》 
年１．３％ 

（融資期間が３年を超える取扱いの場合に限る）  
 

《固定金利》      
３年以内 年１．３％   
５年以内 年１．５％   
７年以内 年１．７％ 
20年以内 年１．９％ 

《変動金利》 
年１．３％ 

（融資期間が３年を超える取扱いの場合に限る）  

◆問い合わせ先：北海道経済部 経営支援局 中小企業課 金融グループ(TEL 011-204-5346) 

               各総合振興局・振興局 産業振興部 商工労働観光課 

後志総合振興局 産業振興部 小樽商工労働事務所 

 

 

 

 

 

 

 

道では、中小企業にお勤めの方、非正規労働者の方、季節労働者の方、事業主の都合により離職された方を対

象に、医療、教育、冠婚葬祭などの生活資金を取扱金融機関の窓口を通じて融資しています。 

なお、申し込みにあたっては、取扱金融機関の融資条件や審査がありますので、必要な書類など詳しいことは

申し込みを希望される金融機関へお問い合わせください。 

 

◆融資対象者：○中小企業に勤務する方（前年の総所得が 600万円以下の方） 

       ○非正規労働者の方（前年の総所得が 600万円以下の方） 

       ○２年間で通算 12ヶ月以上勤務している季節労働者の方（前年の所得が 600万円以下の方） 

       ○企業倒産など事業主の都合により離職した方（雇用保険受給資格者である方等） 

◆資金使途：医療資金、教育資金、冠婚葬祭資金等の一般生活資金 

◆融資限度額：中小企業に勤務する方 120万円以内 

       非正規労働者の方   120万円以内 

           季節労働者の方    120万円以内 

勤労者福祉資金のご案内   （北海道） 

 

耐震診断・改修に対応する融資制度のご案内  （北海道） 

 

 

平成２７年４月から新たに、法定耐震診断の結果を受けて大規模建築物の耐震改修に取り組む事業者を

対象とした「耐震改修対策特別貸付」を創設しました。 

制度創設 
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           離職者の方      100万円以内 

◆融資期間、融資利率その他の融資条件及び融資申込方法等については、こちらのウェブページをご覧ください。 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/kinrosha/kinroshafukushi.htm 

◆取扱金融機関：北海道銀行、北洋銀行、北海道労働金庫、各信用金庫、各信用組合の本店・支店 

◆問い合わせ先：北海道経済部 経営支援局 中小企業課 金融グループ（TEL 011-204-5346） 

                      各総合振興局・振興局 産業振興部 商工労働観光課 

                     後志総合振興局 産業振興部 小樽商工労働事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道では、地域の中小企業の事業承継や後継者対策を円滑に進めることで、中小企業の経営改善や経営の安定に

繋げることを目的として、現在、「中小企業 後継者対策支援事業」を実施しています。 

   

その一環として、「後継者への承継は何をすればよいのか？」「他の企業はどのような承継を行っているのか？」

などの声に、具体的なアドバイスを送る場として、道内１４ヶ所で「中小企業経営改善セミナー」を開催してい

ます。 

 

是非、この機会に事業承継に悩みを抱える経営者の皆さんや企業の経営資源を引き継ぎ、起業の夢を実現した

い起業希望者の皆さんは参加してみてはいかがですか。 

 

◆「中小企業 後継者対策支援事業」の概要 

① 事業承継の支援ニ－ズの把握などを目的とした「アンケート調査」の実施。 

② 中小企業経営改善セミナーの開催。 

③ 北海道事業引継ぎ支援センターなどとの連携による個別相談の実施。 

④ 創業希望者のデ－タベ－スの構築。 

◆事業受託者 

株式会社 帝国デ－タバンク 札幌支店（札幌市中央区南２条西９丁目１－17） 

◆「中小企業経営改善セミナー」開催日程 

   

開催日時 振興局名 開催会場名 

6/4 （木）14時～17 時 根 室 根室振興局３階大会議室（根室市） 

6/11（木）14時～17 時 釧 路 釧路市交流プラザさいわい 208号室（釧路市） 

6/17（水）14時～17 時 十 勝 とかちプラザ 304号室（帯広市） 

7/9 （木）14時～17 時 日 高 日高振興局４階講堂（浦河町） 

7/16（木）14時～17 時 胆 振 室蘭市文化センター 中会議室（室蘭市） 

  

 

◆中小企業経営改善セミナーに関するお問い合わせ先 

事業受託者あてお問い合わせ願います。 

 株式会社 帝国デ－タバンク 後継者対策支援事業セミナー運営事務局 

電話 ０１１－２７２－３０３３ 担当：中島・渡辺 

◆道担当 

経済部 中小企業課 中小企業支援グル－プ 担当：三宅  電話 ０１１－２０４－５３３１ 

 

 

 

「中小企業 後継者対策支援事業」のご案内 

～「中小企業経営改善セミナー」の開催について～（北海道） 
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道では、国の成長戦略の取組などを道内のものづくり産業に取り込むため、企業、業界団体、支援機関、行政

などの関係者が共有し、重点的に取り組む方向性を示した「本道のものづくり産業振興の新たな展開方向」を策

定しました。 

この取組を全道展開していくため、「『地域のものづくり力』のアップ」を合い言葉に、積極的な取組に挑戦

する企業を道が「参画・協力企業」として登録し、登録企業の成長の応援をさせていただきます。 

 

◆対象企業：ものづくり企業（日本標準産業分類の大分類「製造業」※今後進出予定の企業等も含みます） 

◆登録方法：次ホームページに掲載している「エントリーシート」に必要事項を記入のうえ、ＦＡＸ又はメー 

ルで申し込みください。 

      → http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/mono_tenn.htm 

◆応援内容：◯道の各種施策はもちろんのこと、国の制度の効果的な活用のアドバイス 

      ◯双方向型メールマガジン「ものマガ」によるビジネス情報の提供・情報交換の場の提供 

      ◯専用ダイヤル「ものサポ」による相談支援 

      ◯情報交換会「ものナカ」の開催によるネットワーク（仲間）づくりの応援 

◆申込先・問い合わせ先：北海道経済部産業振興局産業振興課産業企画Ｇ 011-231-4111（26-818） 

            ◯ＦＡＸ番号 ０１１－２３２－２１３９ 

            ◯Ｅ-mail : keizai.sangyousinkou1@pref.hokkaido.lg.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本道の気候条件や地域の豊富な自然エネルギー資源、技術シーズを活用し、道内の大学や公設試験研究機関な

どと共同で行うエネルギー関連技術の研究開発を支援します。 

 

◆対象者：道内に主たる事務所又は事業所を有する法人（以下「道内法人」という。）、若しくは全構成員の過

半数を道内法人が占め、かつ道内法人が代表者となる共同体 

◆対象事業：本道の気候条件や資源、技術シーズを活用し、道内の公設試等と共同で行うエネルギー関連技術の

研究及び開発を行う事業 

（対象分野） 

  ・低炭素型関連技術…新エネルギー関連技術、高断熱・高気密住宅関連技術、省エネルギー関連技術、次世

代自動車関連技術 

  ・循環型関連技術…バイオマス関連技術、環境保全関連技術 

◆補助率：補助対象経費の２／３以内 

◆限度額：１，０００万円 

◆採択件数：５件程度 

◆募集期間：平成２７年５月１５日（金）まで 

◆問い合わせ先：北海道経済部産業振興局環境・エネルギー室環境産業グループ（担当：高橋） 

「地域のものづくり力」のアップで会社を成長させましょう！ 

  ～「参画・協力企業」募集のご案内～       （北海道） 

 

「道産エネルギー『技術開発』支援事業補助金」募集のご案内 

【新規】（北海道） 

   

mailto:keizai.sangyousinkou1@pref.hokkaido.lg.jp
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        電話：011-204-5320（ダイヤルイン） 

※本事業の詳細については、こちらのＨＰをご覧ください。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/index.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本道の気候条件や地域の豊富な自然エネルギー資源、技術シーズを活用し、エネルギー供給や消費の抑制など、

低炭素社会の実現に資する製品開発を支援します。 

 

◆対象者：道内に主たる事務所又は事業所を有する法人（以下「道内法人」という。）、若しくは全構成員の過

半数を道内法人が占め、かつ道内法人が代表者となる共同体 

◆対象事業：製品の有効性、環境影響、原材料確保調査やコスト算定を目的として行う実証事業（試作品作成を

含む。）、若しくは、このような実証事業と収益性・物流・販路等のマーケティングを目的として

行う市場調査（市場調査のみのは対象となりません） 

（対象分野） 

  ・低炭素型関連技術…新エネルギー関連技術、高断熱・高気密住宅関連技術、省エネルギー関連技術、次世

代自動車関連技術 

  ・循環型関連技術…バイオマス関連技術、環境保全関連技術 

◆補助率：補助対象経費の２／３以内 

◆限度額：３００万円 

◆採択件数：４件程度 

◆募集期間：平成２７年５月１５日（金）まで 

◆問い合わせ先：北海道経済部産業振興局環境・エネルギー室環境産業グループ（担当：高橋） 

        電話：011-204-5320（ダイヤルイン） 

※本事業の詳細については、こちらのＨＰをご覧ください。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/ index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道内の事業者が開発した積雪寒冷地特有の製品や技術を核として、複数の事業者が連携して、それぞれの製品

や技術を要素として組み合わせて行う新しい製品・システムの開発事業を支援します。 

 

◆対象者：道内に事務所又は事業所を有する法人（以下「道内法人」という。）、若しくは道内法人が代表者と

なる複数事業者による共同体 

◆対象事業：道内の事業者が開発した製品や技術を核として、複数の事業者が連携して、それぞれの製品や技術

を要素として組み合わせて行う新しい製品・システムの開発事業 

（対象分野） 

  ・新エネルギー関連技術…バイオディーゼル活用システム、雪氷冷熱・風力・太陽光関連機器、地中熱ヒー

「道産エネルギー『製品開発』支援事業補助金」募集のご案内 

【新規】（北海道） 

   

 

「環境・エネルギープロジェクト形成促進事業補助金」募集のご案内 

【新規】（北海道） 
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トポンプなど 

  ・省エネルギー関連技術…高断熱・高気密住宅関連技術、寒冷地向け燃料電池、コージェネレーションシス

テム、ＬＥＤなど 

◆補助率：補助対象経費の１／２以内 

◆限度額：１，５００万円 

◆採択件数：２件程度 

◆募集期間：平成２７年５月１５日（金）まで 

◆問い合わせ先：北海道経済部産業振興局環境・エネルギー室環境産業グループ（担当：吉原） 

        電話：011-204-5320（ダイヤルイン） 

※本事業の詳細については、こちらのＨＰをご覧ください。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/index.htm  

 

 

   

 

 

 

 

 

道が公益財団法人北海道中小企業総合支援センターを通じて実施する中小企業者に対する各種経営面での支

援と、「北海道ビジネスサポート・ハローワーク（北海道労働局設置）」における雇用面での支援を一体的に実

施することにより、中小企業者をワンストップで支援しています。 

  

◆所 在 地  北海道経済センタービル９階（札幌市中央区北１条西２丁目）  

       ※公益財団法人北海道中小企業総合支援センターと同じフロアに設置 

◆営業時間  月曜日～金曜日 ９：００～１７：３０（土日祝日を除く） 

◆事業内容  産業施策と雇用施策をワンストップで提供  

       ・雇用関係の各種助成金の相談・申請の受付、 求人票の受理  

       ・中小企業者に対する経営相談などの各種経営面での支援との連携  

◆問い合わせ先： 

 ・北海道ビジネスサポート・ハローワーク   電話 011-200-1622 

   http://hokkaido-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/sapporo/shisetsu/_93897.html 

  ・北海道 経済部労働局 雇用労政課 労働企画グループ  電話 011-204-5353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 官民が連携し、地域の産業振興と一体となって雇用創出する「地域産業雇用創造プロジェクト」に北海道の事

業構想が採択され、国の補助を受けて推進しています。 

 プロジェクト事業を運営する北海道産業雇用創造協議会の賛助会員として参画する事業主（指定された下記業

種に限る。）が新たに設備投資を行い、所定期間内に道内に居住する求職者を雇用保険一般被保険者（短時間労

働者を除く）として３人以上雇い入れる場合、第１回目の支給に限り対象労働者１人あたり５０万円が上乗せ支

給（特例支給）されます。 

 ◆計画期限  平成２８年３月３１日まで 

「北海道ビジネスサポート・ハローワーク」について 

（北海道労働局・北海道） 

戦略産業雇用創造プロジェクトに関する 

「地域雇用開発奨励金」の特例支給（大幅増額）のご案内 

                       （北海道） 
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 ◆対象地域  道内全域（同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域以外の地域を含む）  

 ◆指定業種  食と自動車産業を主体としたものづくり分野に関連する次のもの 

◆問い合わせ先 

（実際に対象となるかどうか、詳細はお問い合わせください） 

北海道産業雇用創造協議会 産業雇用創造ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ事務局（担当：成田、竹中、橋本） 

〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁 雇用労政課内（本庁舎９階） 

TEL:011-231-4111（内線 26-766） FAX：011-232-1038 

【HP】 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/senryaku.htm 

 

 

 

 

 

 

道では、労働相談ホットラインにより、各種労働相談をお受けしています。 

相談は無料です。（ただし、職業紹介は行っていません） 

 労働問題に精通した社会保険労務士が相談をお受けしています。 

◆労働相談ﾎｯﾄﾗｲﾝ  ０１２０－８１－６１０５（携帯電話からもつながります（フリーダイヤル）） 

◆受付時間     月～金曜（祝日を除く） 午後５時～午後８時、土曜（祝日を除く） 午後１時～午後４時 

◆労働相談        上記ﾎｯﾄﾗｲﾝのほか、各総合振興局・振興局及び後志総合振興局小樽商工労働事務所でも電

話または 面談により相談をお受けしています。 

［受付時間：平日の午前 8時 45分から午後 5時 30分まで］ 

◆最寄りの相談窓口の所在地・電話番号については、こちらのＨＰをご覧ください。 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/soudan/soudansaki/zennpann.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道では、育児や介護などの家庭と仕事の両立できる制度など男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組ん

でいる企業を登録し、当該企業が社会的に評価される仕組みをつくることにより、企業の自主的な取組みを促 

進する「北海道あったかファミリー応援企業登録制度」を創設し、登録企業を募集しています。 

◆対象となる企業 

  北海道内に事業所を有する従業員１人以上雇用する法人又は個人（国及び地方公共団体を除く）。  

◆対象となる要件（取組） 

  ① 次世代育成支援対策推進法(平成１５年法律第１２０号）第１２条に基づき、一般事業主行動計画を策

定し、厚生労働省北海道労働局に届出して同計画を実践していること。 

  ② 育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第７６号））に定める各休業制度等と同程度以上の規定があること。 

  ③ 一般事業主行動計画に定めた取組目標や内容など、両立支援に向けた企業の取組を明らかにし、道のホ

ームページ等で公表することに同意すること。 

◆登録企業には次の優遇措置があります 

輸送用機械器具製造業、プラスチック製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、 

生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、    

情報通信機械器具製造業、情報サービス業、化学工業(道産食材等を活用した医薬品・化粧品の製造を含む）、 

木材・木製品製造業(家具を除く)、 倉庫業、その他の事業サービス業(コールセンター業に限る)、 

食料品製造業、農業(植物工場・食の６次産業化に限る)、林業（食の６次産業化に限る）、漁業（食の６次産業化に限る）、 

水産養殖業（食の６次産業化に限る）、飲料・たばこ・飼料製造業、飲食料品卸売業、一部の飲食店  ※下線部分はH27.4～ 

労働相談のご案内      （北海道） 

 

「北海道あったかファミリー応援企業」を募集しています 

《育児や介護などの家庭と仕事の両立を支援する企業の登録》（北海道） 

       

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/senryaku.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/soudan/soudansaki/zennpann.htm
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  ① 北海道のホームページ等によるＰＲ 

  ② 北海道あったかファミリー応援企業シンボルマークの使用 

  ③ 北海道の中小企業制度融資の利用 

  ④ 商工組合中央金庫と連携した提携ローンの利用 

  ⑤ 北海道建設工事等競争入札参加資格審査の加点 

  ⑥ 北海道の物品購入等の発注の際の優遇 

  ⑦ 北海道両立支援推進企業表彰 

  詳細については、下記のＵＲＬをご覧ください。 

  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/yutori/ryouritu/ryouritutop.htm 

【問い合わせ先】  北海道経済部労働局雇用労政課労働福祉グループ（電話：０１１－２０４－５３５４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆概要：道では、自動車関連産業への参入や取引拡大を図るため、地場企業が行う人材育成をお手伝いしていま

す。地場企業の研修ニーズを把握し、研修カリキュラムを作成、産業支援機関等の調整を行い研修を実

施します。 

◆対象：自動車関連産業への参入・取引拡大を目指す地場企業の従業員（在職者） 

◆実施場所：高等技術専門学院又は事業所等で行います。 

◆講習時間数：１研修当たり１２時間以上（４日×３時間、標準） 

◆定員：５人以上（１社でも可） 

◆受講料：一人当たり１万円（ﾃｷｽﾄ代、資材費等含む） 

◆研修内容 

 

 

◆問い合わせ先：北海道 経済部 労働

局 人材育成課 産業人材グループ  

担当：中村 

     Tel：011-204-5098  

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/

jzi/zidousya.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆概要：道内の中小企業等においては、従業員等の人材育成は重要な経営課題であり、その取組を進めるに当た 

っては、参考となる他社の事例や効果的な取組について知ることも大切です。 

   このため、従業員等の人材育成の取組方針を明確にし、能力開発制度を有するなど、人材育成を積極的 

に推進している中小企業等の取組を表彰し、その取り組みを広く紹介したいと考えていますので、積極的 

なご応募をお待ちしています。 

◆対象：道内に主たる事業所を置き次の要件を満たす中小企業者等 

（※中小企業者、中小企業団体、社会福祉法人、NPO法人） 

研修分野 内    容 

全 般 品質管理 ／ ＱＣ活動等 

機械系 機械加工分野 ／ 汎用機械等 、 機械設計／ＣＡＤ応用

技術、測定分野 ／ 各種測定法等 、 機械保全分野等 

金属系 各種溶接技法／ガス溶接 、アーク溶接 、ＴＩＧ溶接等 

電機系 電気工学基礎 ／ 電気理論 、関連法規 ／ 制御系分野

／ ＰＬＣ（シーケンス制御） 、 電気保全分野等 

『自動車関連産業人材育成事業』について （北海道） 

 

「第４回北海道産業人材育成企業知事表彰」の 

候補企業等募集について（北海道）      【新規】 
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(1)次の分野において事業を行っていること 

   ・食品産業、観光産業、ものづくり産業、ソーシャルビジネス（社会的課題解決を図る事業）、福祉・介護 

(2)「労働者」や「次の時代の産業の担い手」の人材育成について他の模範となる取組を行っていること 

◆表彰数：概ね３企業・団体 

◆応募・お問い合わせ 

 (1)応募：自薦又は他薦 

(2)応募期間：平成２７年５月１日(金)～６月３０日(火)＜必着＞ 

(4)お問い合わせ：北海道経済部労働局人材育成課産業人材グループ 

Tel：011-204-5098 

  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/dai4kaibosyuugaiyou.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
職場の第一線で活躍されている社員の皆様を対象に、職場の問題解決・改善に役立つ QCサークル活動の基

礎を学びステップアップしていただく講座で、ＱＣサークル北海道支部会員向けの教材を使用し、日本科学
技術連盟認定のＱＣサークル指導士による研修会です。  
 ＱＣサークル活動は、大手製造業で導入され現場の改善と人材育成に大きな成果を上げ、その後、事務・
販売・サービス部門、医療・福祉、公的機関などを含む様々な業種と部門で実践されています。  
 短い時間ではありますが、座学だけではなく演習を取り入れ、実際に QC手法を体験して頂きますので、よ
り理解が深まり職場での実践に活かせる有意義な内容となっておりますので、ぜひこの機会にご参加いただ
きます様、ご案内申し上げます。 
 
＜ＱＣサークル活動とは＞ 
 ＱＣサークル活動は、当初は製造業で導入され現場の改善と人材育成に大きな成果を上げ、ものづくり大
国日本の礎を築いたといっても過言ではありませんが、現在は、製造業の現場のみならず、事務・販売・サ
ービス部門、医療・福祉、さらには公的機関など、様々な業種と部門において実践され、大きな効果を挙げ
ています。 
 
＜ 参加者感想 ～様々な職種の方が「有益」と感想 ＞ 

• 講義だけでなく演習があり、職場での実践に活かせると思う。（開発設計担当）  

• 演習時、各班にアドバイザーがいることで初心者同士が集まってもうまく進めることができた。 

（製造担当）  

• 問題点が把握しやすく改善に様々な意見を出すことができる。（福祉関係）  

• グラフや表による評価をすることで、見やすく理解しやすいと思いました。（看護関係）  

• データ化して分析することで客観的な事実をとらえることができる。（建設業）  

• 問題点を的確に見つける事に、業種問わず役立つと感じた。（品質管理担当）  

• 他の社員にも受けさせたいと思う。（工程管理担当） 

◆日 時：平成２７年６月２４日（水）13:00～17:30 
◆会 場：札幌高等技術専門学院 １階会議室 （住所：札幌市東区北 27条東 16丁目） 
◆内 容：(１)基本講義 
        ＱＣ的問題解決の手順と進め方 
     (２)ＱＣ手法講義および演習 
       グラフ、パレート図、ブレーン・ストーミング、特性要因図 
◆定 員：30名（先着順） 
◆受講料：無料 
◆申込み期限・方法 
  ・6月 12日（金） 
  ・下記ウェブサイトから申込書をダウンロードし、ＦＡＸ若しくはメールでお申し込みください。 
   http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/qc/QCdouou.htm 

２０１５年度道央地区問題解決手法研修会のご案内 

（北海道、ＱＣサークル北海道支部）    【新規】 

      

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/dai4kaibosyuugaiyou.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/qc/QCdouou.htm


- 48 - 

 

◆お問い合わせ 
 北海道庁経済部労働局人材育成課産業人材グループ 担当：川端 

 TEL：011-204-5098(直通) FAX：011-232-1044 E-mail：mailto:keizai.jinzai1@pref.hokkaido.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆在職者の能力向上を図るための職業訓練です。 

北海道立高等技術専門学院及び障害者職業能力開発校では、企業に在職している方を対象に、知識・技能 

を向上させるための職業訓練（能力開発セミナー）を実施しています。 

受講料は無料です（テキスト代等の実費負担あり）。 

訓練の詳細は、各高等技術専門学院等にお問い合わせください。

(6-7月開講)
定員

内 外 昼 夜 日数 時間

情報システム科 パソコン実務（初級） 岩内町 ○ ○ H27.6.10 ～ H27.8.7 25 50 10

ブロック施工科 ブロック施工 札幌市 ○ ○ H27.7.4 ～ H27.7.5 2 12 10

木工科 施工法（建具制作） 旭川市 ○ ○ H27.6.13 ～ H27.6.14 2 14 10

木工科 施工法（家具制作） 旭川市 ○ ○ H27.6.20 ～ H27.6.21 2 14 10

旭川高等技術専門学院
稚内分校
0162-33-2636

自動車整備科 三級シャシ 稚内市 ○ ○ ○ H27.7.13 ～ H27.9.15 41 134 10

パソコン基礎科Ⅰ ワープロ受験対策 遠軽町 ○ ○ H27.6.17 ～ H27.7.8 10 30 10

鉄工技術科 技能検定受検対策 北見市 ○ ○ H27.7.2 ～ H27.7.23 7 14 16

1級管工事科 施工管理技士受験対策 北見市 ○ ○ H27.7.6 ～ H27.8.31 15 30 15

介護実務科 介護支援専門員試験受験対策 網走市 ○ ○ H27.7.24 ～ H27.9.29 15 30 10

苫小牧高等技術専門学院
0144-55-7007

自動車整備科 整備技術習得講習 苫小牧市 ○ ○ H27.6.15 ～ H27.9.11 47 141 20

観光ビジネス科 中国語講座 釧路市 ○ ○ H27.6.10 ～ H27.8.12 10 20 10

建設工事科 コンクリート診断士試験対策 釧路市 ○ ○ H27.7上旬 ～ H27.7上旬 2 12 40

OAビジネス科 表計算実践 旭川市 ○ ○ H27.6.9 ～ H27.7.10 10 20 10

OAビジネス科 表計算実用 札幌市 ○ ○ H27.6.26 ～ H27.7.31 10 20 10

接客ビジネス科 ビジネスマナー 滝川市 ○ ○ H27.7.14 ～ H27.7.30 6 12 10

北海道障害者職業能力開発校
0125-52-2774

実施時期
訓練期間

札幌高等技術専門学院
011-781-0559

旭川高等技術専門学院
0166-65-6220

北見高等技術専門学院
0157-33-4436

釧路高等技術専門学院
0154-57-8016

技　専　名 訓練科目 専攻科目名 実施地
施設内外の別昼夜の別

 

 

能力開発セミナー（6-7 月開講予定）のご案内（北海道） 

 

mailto:keizai.jinzai1@pref.hokkaido.lg.jp

